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資料 1 調査団員・氏名 

 

(1) 基本設計調査時：平成 19 年 2 月～3月 

名 前 担 当 所 属 

(1) 畠山 敬 団 長 
独立行政法人国際協力機構 

モロッコ事務所 所長 

(2) 伊達 幸孝 業務主任／研究計画調査 システム科学コンサルタンツ㈱ 

(3) 冨山 保 機材計画／積算 システム科学コンサルタンツ㈱ 

(4) 中西 吉也 建設設計／自然条件調査／積算 システム科学コンサルタンツ㈱ 

(5) 井口 憲彦 通 訳 翻訳センターパイオニア 

 

 

(2) 基本設計概要説明調査時：平成 19 年 6 月 

名 前 担 当 所 属 

(1) 畠山 敬 団 長 
独立行政法人国際協力機構 

モロッコ事務所 所長 

(2) 伊達 幸孝 業務主任／研究計画調査 システム科学コンサルタンツ㈱ 

(3) 岡田 賢司 機材計画／積算 システム科学コンサルタンツ㈱ 

(4) 安土 和夫 通 訳 翻訳センターパイオニア 
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資料 2 調査行程 

(1) 基本設計調査時：平成 19 年 2 月～3月 

日数 月 日 曜日 官団員 業務主任／研究計画 機材計画／積算 建設設計／自然条件調査／積算 通　訳 宿泊先

1 2月25日 日 09:35成田発（AF279）→14:20パリ着 ← ←
業務主任と
同じ

ﾊﾟﾘ

11:35パリ発（AF2958）→13:25ラバト着

（午後）
・打合せ：調査日程
　　　連絡体制
　　　再委託調査等

（午後）
・JICA事務所訪問
　（調査日程、連絡体制、
　　再委託調査説明等）

同上 ﾗﾊﾞﾄ

3 2月27日 火

・日本国大使館表敬
・海洋漁業省協議
　（ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ概要説明、
　　土地登記の進捗・予定確認）
・移動：ﾗﾊﾞﾄ→ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ
・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶINRH表敬・協議
・新ｻｲﾄ視察

← ←

・再委託調査契約
・移動、ﾗﾊﾞﾄ→ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ
・INRHにて新サイト
　関連資料入手
・新サイト確認
・現地建築家聴取
（新ｻｲﾄ許認可の条件等
　聴取）建設許可書類入手

同上 ｶｻ

4 2月28日 水

・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶINRH中央研究所にて協議
（ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ説明、質問票説明、
　前回調査基本設計概要書説明、
　計画内容の変更内容の確認）
・建築家と建設許可内容の確認

←
・再委託調査開始　　　　　・
再委託調査事項調整
・調査ポイント確認

同上 ｶｻ

5 3月1日 木

・海洋環境保全部個別協議
・LYDECにてｻｲﾄ周辺のｲﾝﾌﾗ整備計画調査

・海洋環境保全部個別協議 ・再委託調査立会い 同上 ｶｻ

6 3月2日 金
・LYDECにてｻｲﾄ周辺のｲﾝﾌﾗ整備計画調査　　・
漁業資源部個別協議 ・漁業資源部個別協議

・LYDECにてｻｲﾄ周辺のｲﾝﾌﾗ整備
計画調査　　　　　　　　・積
算調査
・設計施工調査

同上 ｶｻ

7 3月3日 土
・測量、地質調査の進捗確認
・施設、機材の変更要請の整理

・施設、機材の変更要請の整理
・測量、地質調査進捗確認
・積算調査

同上 ｶｻ

8 3月4日 日
・資料整理　　　　　　　　　　　　　　　・
JICAに中間報告送付

← ← 同上 ｶｻ

9 3月5日 月
・局長とミニッツ案協議　　　　　　　　　・
海洋養殖部個別協議

・局長とミニッツ案協議
・海洋養殖部個別協議

・積算調査
・設計施工調査

同上 ｶｻ

10 3月6日 火

・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ県庁都市計画局
　（旧サイトの建設中止理由の確認、
　　都市計画規制内容の確認、
　　新サイトにおける建設の確認）
・INRH研究部：施設計画協議

・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ県庁都市計画局
・INRH研究部：機材計画案の協議

・サイト境界確認（測量業者、
INRH）
・積算調査
・設計施工調査

同上 ｶｻ

11 3月7日 水

・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ市都市計画局
　（旧サイトの建設中止理由、
　　都市計画規制内容、
　　新サイトにおける建設の確認）

・INRH研究部：機材計画案の協議
・再委託調査状況確認
・インフラ調査
・施工関連規制再調査

同上 ｶｻ

12 3月8日 木
・INRHにて全体会議／研究部門個別会議
（全体計画の再確認／研究課題の再確認）

同上
・積算再調査
・設計施工再調査

同上 ｶｻ

13 3月9日 金
・INRHにてﾐﾆｯﾂ案協議、
（主要ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ、先方負担範囲・工程等
　の再確認）

同上 同上 同上 ｶｻ

14 3月10日 土 ・資料整理 ← ← 同上 ｶｻ

15 3月11日 日
・資料整理
・東京JICAにメイルにて中間報告、
　ミニッツ案送付

← ← 同上 ｶｻ

16 3月12日 月
・局長とミニッツ案協議
・研究部長と協議 ←

・再委託調査状況確認
・補足調査

同上 ｶｻ

17 3月13日 火

・午前　ﾗﾊﾞﾄ→ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ
・JICA、コンサル協議
・INRHにてﾐﾆｯﾂ案最終確認
・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ→ﾗﾊﾞﾄ

・12:30　JICA、コンサル協議
・15:00　INRHにてﾐﾆｯﾂ案最終確認
・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ→ﾗﾊﾞﾄ

← 同上 同上
ﾗﾊﾞﾄ・ｶ

ｻ

18 3月14日 水 ・漁業省にてﾐﾆｯﾂ案協議 ・資料整理
・再委託調査／自然条件
　調査結果整理
・補足調査

同上 ﾗﾊﾞﾄ

19 3月15日 木
・ミニッツ最終案協議
・ミニッツ署名

・設備・運輸省　土地手続き聴取
・ミニッツ最終案協議
・ミニッツ署名

・資料整理
・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ→ﾗﾊﾞﾄ
・資料整理 同上 ﾗﾊﾞﾄ

20 3月16日 金
・JICA協議
・14:10ﾗﾊﾞﾄ発(AF2959)→18:05ﾊﾟﾘ着、
　23:15ﾊﾟﾘ発（AF278）→

・14:10ﾗﾊﾞﾄ発(AF2959)→
　18:05ﾊﾟﾘ着、
　23:15ﾊﾟﾘ発（AF278）→

機中

21 3月17日 土
→19:00成田着

2 2月26日 月 ←
　←
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(2)  基本設計概要説明調査時：平成 19 年 6 月 

日数 月日 曜日 官団員 業務主任/研究計画 機材計画・積算 通訳 宿泊

1 6月2日 土 ・12:10成田発(AF275)→17:30パリ着 業務主任と同じ 業務主任と同じ パリ

2 6月3日 日 ・12:35パリ発(AF2958)→13:25ラバト着 〃 〃 ラバト

3 6月4日 月

・JICA、
・大使館表敬
・漁業省表敬・協議（基本設
計
　概要書の説明・協議）

・JICA表敬、
・大使館表敬、
・漁業省表敬・協議（基本設計
　概要書の説明・協議、土地所有証明、
　仮土地占有証明）
・財務省（土地地目変更と建設許可）

〃 〃 ラバト

4 6月5日 火
・INRH表敬・研究部長協議
　（基本設計概要書の説明・
　　協議、施設計画）

・カサへ移動、
・INRH表敬・研究部長協議（基本設計
　概要書の説明・協議、施設計画）、

・カサへ移動
・ INRH海洋養殖部各課協
議
　（機材計画・仕様）

〃 カサ

5 6月6日 水
・ 都市計画局：Casa Urban Agency協議
（施設計画）
・LYDEC：電気担当協議（引き込み）

・INRH海洋環境部各課協
議
　（機材計画・仕様）

〃 カサ

6 6月7日 木

・カサへ移動、
・団内協議
・INRH協議（ミニッツ案）
・ラバトへ移動

・INRH協議（土地取得）
・団内協議
・INRH協議（ミニッツ案）
・ラバトへ移動

・INRH海洋資源部各課
　協議（機材計画・仕
様）

〃
カサ、ラ
バト

7 6月8日 金
・環境省協議（EIA）
・設備省協議（土地手続き）
・漁業省協議（ミニッツ案）

・環境省協議（EIA）
・設備省協議（土地手続き）
・漁業省協議（ミニッツ案）

・LYDEC：上下水担当協議
（引き込み）

〃
カサ、ラ
バト

8 6月9日 土
・INRH協議（テクニカルノー
ト）

・INRH協議（テクニカルノート） ・ラバトへ移動 〃 ラバト

9 6月10日 日 ・内部協議 業務主任と同じ 〃 ラバト

10 6月11日 月
・ミニッツ署名
・大使館報告

・ミニッツ案確認
・ミニッツ署名、
・大使館報告

〃 〃 ラバト

11 6月12日 火
・14:20ラバト発(AF2959)→
　19:10パリ着、
　23:25パリ発(AF278)→

〃 〃 機中

12 6月13日 水 　18:00成田着 〃 〃
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資料 3 関係者リスト  

Liste des participants 
 

Projet de construction des laboratoires centraux de l’INRH 
国立漁業研究所中央研究所建設計画 

 
Département des Pêches Maritimes du Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et des 
Pêches Maritimes（農業地方開発海洋漁業省 / 海洋漁業庁） 
M.Mohammed TARMIDI Secrétaire général du Département des Pêches Maritimes 

 (海洋漁業担当次官) 
M. Ahmed SIBA Chef du cabinet de Monsieur le Ministre (大臣官房長)  
M. Abdelouahed BENABBOU Directeur de la Coopération et des Affaires Juridiques 
 （協力・法務局長） 
M.Youssef OUATI Chef de la Division de la Coopération(協力部長) 
M. Mohamed Y. EL AROUSSI Chef du Service de la Coopération Bilatérale 

(二国間協力課長) 
M.Mustapha LOUDIYI  Cadre de la Division de la Coopération (協力部スタッフ) 
M. Yasushi NAMBA Expert de la JICA (JICA 専門家) 

 
Institut National de la Recherche halieutique (INRH / 国立漁業研究所) 
Direction Générale（本部） 
M. Abdellatif BERRAHO 

 
Directeur de l’INRH (INRH 所長) 

Dr. Saïd TALEB Chef du Service de Coopération (協力課長) 
M. Zina ELMALKI Chef du Service de Coopération (協力課長) 
M. Mhamed El Ahdal Chef de Service de la Diffusion des Informations 

(情報配布技術監視課長) 
Département Administration et Finance (管理・財務部) 
M. Abdelfattah ASSABIR Chef du département (管理・財務部長)  
M. Mounir ITAOUI Chef de Division Administrative et financière (管理・財務課長)
Département des Ressources Halieutiques (漁業資源部)   
M. Salah BEN CHERIFI Chef du Département (漁業資源部長) 
M. Abdelaziz ZOUBI Chef URD Biostatistique et Stocks, Reproduction Halieutique 

(生物統計・モデル作成研究室) 
M. Rachida HOUSSA Chef du lab. De Cartographie, chercheur 

(地図作成研究室長、研究者) 
M. Mostafa CHBANI IDRISSI Chef de Labo de Prospection des Ressources Pélagiques 

(浮魚資源調査研究室長) 
M. Abdelhakim MESFIOUI 
 
M. Masski Hicham 
Mme. Chlatda Maink 

Chef de Labo. Biologie et Ecologie des Ressources 
(資源生物学・生態学研究室長) 
Biologie et Ecologie des Ressources（資源生物学・生態学研究室）

Responsable du Programme Génétique（遺伝子班責任者） 
Mme. Khadija AMENZOUI Biologiste 資源生物学・生態学研究室、研究者（生物学） 
Mme. Amina NAJD Ingénieur 資源生物学・生態学研究室、研究者（技術者） 
M. Aziza LAKHNIGUE Chef du labo. Suivi des Ressources et leur Exploitation 

資源モニタリング・開発研究室長（技術者） 
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Mme. Malika CHLAIDA Biologiste (資源モニタリング・開発研究室生物学者) 
M. Abdellatif BOUMAAZ  Chef du labo. Prospection des Ressources démersales, 

Biologiste 底魚資源調査究室長（技術者） 
M. Mostafa CHBAOUI Chef du Lab. Prospection des Ressources Pélagiques 

(浮魚資源調査研究室長) 
Mme. Malika CHLAIDA Biologiste 資源モニタリング・開発研究室、研究者（生物学） 
M. Abdelouahed Idelhaj  
M. Abdelmalik FARAJ Chef du Lab. Approches et Méthodologie, Ingénieur 

Halieutique (調査手法研究室長、水産エンジニア) 
Département Océanographie et Aquaculture (海洋・養殖研究部) 
M. Abdellatif ORBI Chef du Département Océanographie et Aquaculture 

(海洋養殖研究部長) 
M. Korim HILMI Chef URD Océanographie (海洋研究課長) 
Dr. Omar ETTAHIRI Chef de Labo Océanographie Biologique (海洋生物研究室長) 
Mme. Amina BERRAHO Labo Océanographie Biologique (海洋生物研究室) 
Mme. Oum Keltoum BELHSEN Labo de Pathologie (病理学研究室) 
Mme. Jamila LARISSI 
M. Makaoui Ahmed 

Labo Océanographie Physique (物理学的海洋学ラボ) 
Labo. Oceanographie（海洋学研究室） 

Département Qualité et Salubrité du Milieu Marin (海洋環境保全部) 
Dr. Abdelghani CHAFIK Chef du Département (海洋環境保全部長) 
M. Abdelrrahman BERNOUSSI 
M. Hamid TALEB 
Mme. Laïla BENSMAIL 
M. Samir BENBRAHIM 
M. Ali BENHRA 

Chef URD contaminants biologiques (生物汚染研究課長) 
Laboratoire des Biotoxines（毒性評価研究室） 
Laboratoire de Microbiologie（微生物研究室） 
Laboratoire de Chimie（化学研究室） 
Laboratoire d’Ecotoxicologie（環境生態研究室） 

Service de Diffusion de l’Information et Veille Technologique (情報配布・技術監視室) 
M. M’hamed El Ahdal Chef du Service (情報配布・技術監視室長) 
RSSL – Oualidia （ウヮリディア RSSL） 
Mme Btissam ENNAFFAH Chef de la Station (ウヮリディア所長) 
M. Brahim MONTAKI Technicien (技術者(テクニシャン)) 
Mme Chaira KARIMA Stagiaire en phytoplancton toxique 

(毒性植物プランクトン研修生) 
  

Ministère des Finances et de la Privatisation (財務･民営化省)  
M. Mohamed El Hassani       Adjoint au Directeur des Domaines (国有地管理部･次長) 
M. Bougrine El BAZ           Chef de la Division de la Gestion et du Recensement du 

Patrimoine (D.G.R.P) （遺産調査･管理局遺産調査･管理部長） 
 

Wilaya du Grand Casabaranca (カサブランカ県庁) 
EL Khahabi Fonad Architecte DPLG(都市整備部長) 
M. Hassan Amri Architecte (都市管理部) 

 
Agence Urbaine de Casablanca du Ministère de l’Intérieur  
(内務省カサブランカ都市開発局) 

M. Mohamed ESSOUSSI Chef du Département de la Gestion Urbaine (都市管理部長) 
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M. ENNASSEH Personnel du Département de la Gestion Urbaine  
(都市管理部スタッフ) 

 
Ministère de l’Equipement et de Transport  (設備・運輸省) 
M. Mohamed TBEZ Chef de la Division du Domaine Pubuic(公共用地課長) 
M. Modai ABDELHADI Division du Domaine Pubuic (公共用地課) 

 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (国土整備、水、環境省) 
M. Abdelfettah SAHIBI Chef de Service de la Coopération Internationale (国際協力部長)
M. Bouzekri RAZI Chef de la Division de la Coopération Bilatérale (二国間協力課長)

 
 
LYDEC (Lyonaise des Eaux de Casablanca/カサブランカ水道電気下水公社)  

M. Ahmed FEDAOUI          Etudes Assainssement (排水調査課) 
M. Bouchaib ALLOUCHE  Responsabule Departement Electricite &Edairge Public 

(電気課) 
M. M . CHENGUITI  Head of Department of Watwer Quality & Enviroment  

(水質管理課) 
 
Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE 社/公的試験調査研究所) 

M. Abdelhakim JAKANI Directeur Général (ゼネラルマネージャー) 
M. H. El GAMALI Responsable chargé de l’étude （試験部門責任者） 

 
SOCOTEC MAROC (民間検査会社) 

M. Taoufik DRISSI DAOUDI   Directeur Général (取締役社長) 
 
Architecte d.p.l.g (建築士) 

M. Mohamed SAAD           Architecte (建築士) 
 
Ambassade du Japon au Maroc (在モロッコ日本大使館) 

Ms. Haruko HIROSE Ambassadeur du Japon (日本国大使) 
M. Masateru ITO Deuxième secrétaire (二等書記官) 
  

Agence Japonaise de la Coopération Internationale au Maroc  
(在モロッコ JICA 事務所) 

M. Takashi HATAKEYAMA Représentant Résident (所長) 
M. Toshihumi EGUSA Représentant Résident Adjoint, chef du bureau (次長) 
M. Shimpei TOKUDA Représentant Résident Adjoint (職員)   
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資料 4 討議議事録 

(1) 基本設計調査時 

 

 
モロッコ国国立研究所中央研究所建設計画 

基本設計調査 2 協議議事録 

 

モロッコ国政府の要請に基づき、日本国政府は「国立漁業研究所中央研究所建設計画」

（以下「計画」と称す）に係る基本設計調査2の実施を決定し、その調査を国際協力機構（以下

「JICA」と称す）に委託した。 

 JICA はモロッコ国へ、JICA モロッコ事務所畠山敬所長を団長とし、2007 年 2 月 26 日～3 月

17 日を調査日程とする基本設計調査団 2（以下、「調査団」という）を派遣した。 

 

調査団はモロッコ国政府関係者と協議し、調査対象地域において現地調査を実施した。 

 

協議および現地調査の結果、日本国、モロッコ国双方は付属書に示す基本項目について

確認した。 

 

ラバト 

２００7 年 3 月 15 日 

 

 

 

                                               

団長 畠山 敬                       Mohammed TARMIDI 
国際協力機構                        農業地方開発海洋漁業省 

基本設計調査団     次官  

     

   

                               

       Abdellatif BERRAHO 

     国立漁業研究所 

     所長 
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附属書 

 

1. 本計画の目的 

本計画は、カサブランカ市シディ・アブデラマーン地区に国立漁業研究所中央研究所施設および機材

を整備し、国立漁業研究所中央研究所の機能を充足させることを目的とする。 

 

2. 調査サイト 

調査サイトは添付資料１に示されるエリアである。 

 

3. 責任および実施機関 

3-1. 責任機関は農業地方開発海洋漁業省海洋漁業局とする。 

3-2. 実施機関は国立漁業研究所とする。 

3-3. 責任機関および実施機関の組織図を添付する。添付資料２ 

 

4. モロッコ側からの要請内容 

両者の協議の結果、モロッコ側は３つの研究部門および新設の社会経済研究局、情報システム局を

中心とした研究棟および関連機材を要請した。JICA は今後、要請された施設および機材の妥当性を検

討する。右妥当性が確認された場合、JICA は日本国政府の承認を得るように勧告する。計画の最終的な

内容については本調査の結果を踏まえて決定される。 

なお、モロッコ側は、優先順位を附した施設・機材リストを提出した。添付資料３ 

 

5. 日本の無償資金協力スキーム 

5-1. 調査団はモロッコ側に対し、日本の無償資金協力スキームについて説明し、モロッコ側は添付資料

4.1 に記載した無償資金協力スキームについて理解した。 

5-2. 調査団はモロッコ側に対し、日本の無償資金協力を実施するにあたっての日本政府およびモロッコ

国政府の分担事項について説明し、モロッコ側は添付資料4.2に記載した日本政府およびモロッコ

国政府の分担事項について理解した。 

 

6. 調査スケジュール 

6-1. JICA は基本設計調査概要書をフランス語で作成し、その内容を説明するための調査団を 2007 年

6 月上旬頃にモロッコ国に派遣する。 

6-2. 基本設計調査概要書がモロッコ側により確認された後、JICA は最終報告書を作成し、２００7 年 9 月

頃、モロッコ国政府に送付する。 

 

7. その他 

7-1．モロッコ国側は、モロッコ側負担事項について十分理解し、以下の事項についてはモロッコ側の負

担でプロジェクト開始前までに実施する旨、確約した。 

・建設許認可申請の経費負担 

･サイト内に不法居住している住居の撤去 

･サイト内の石、建設資材廃棄物の撤去 

 また、以下の事項についてはプロジェクト実施期間中に実施する旨、確約した。 

・門扉・塀の建設、水道・下水・電気の建設予定地への引き込み 

・施工検査会社の経費負担 
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・既存研究所からの機材の移転（施設引渡し後） 

 

7-2. 日本側は 2006 年 10 月 29 日付当局が INRH に発行した建設許可第 11-56-2006 を確認した。 

 日本側は計画の当てられた新しい土地の地目変更が正式に開始されたことを確認した。 

 日本側の要請を得て、モロッコ側は、2007 年６月にドラフトファイナルミッションがモロッ

コに到着する前に、土地所有証明書あるいは仮土地占有証明書を取得するために必要な全て

の手続きを促進させ完了させるための措置をとることを誓約した。 

モロッコ側は、当該所有証明書取得に関する種々の段階について、JICA に報告することを

誓約した。 

7-3. 管理棟については、モロッコ側が整備する旨、モロッコ側より説明があった。 

7-4. モロッコ側は、本案件実施にあたり、モロッコ国における環境社会配慮に係る法律に準拠し、必要

に応じて Environmental Impact Assesment(EIA)を実施する旨、確約した。また、同研究所から排

出される排水、ガス、廃棄物等、環境影響が懸念されるものについては、モ国側が適切に処理す

ることを確認した。 

7-5. モロッコ側は、本案件実施にあたり、周辺住民からの本計画への合意形成が必要な場合、モロッコ

側が責任を持って住民説明会を開催すること確約した。 

7-6 モロッコ側は日本側に対し、研究棟翼部分の拡張の可能性について検討する旨の依頼を行った。

ただし、この依頼が計画の実施に変更をきたす場合はそのかぎりではない。 

 

 日本側はその依頼をテイクノートした。 

添付資料： 

 １．調査サイト位置図 

 ２．組織図 

 ３．施設・機材リスト 

 4.1 無償資金説明 

4.2 無償資金両政府の分担事項 

５．建設許可証 
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添付資料１．調査サイト位置図 
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添付資料２．組織図 

 

次

官

国 立 漁 業 研 究 所

（ I N R H ）

漁 業 公 社

（ O N P ）

教 育 訓 練 機 関

海 洋 漁 業 養 殖 局

地 方 支 所

人 事 総 務 局

教 育 訓 練 局

法 務 協 力 局

監 査 官 漁 業 産 業 局

海 洋 漁 業 庁

地 方 開 発 庁

農 業 庁

農 業 地 方 開 発 海 洋 漁 業 省

 

  海洋漁業省組識図 

 
 INRH の組織図 
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添付資料３．施設・機材リスト 

 

1. 施設建設 

1.1 日本側で整備される内容 

1.1.1 第 1 優先施設 

a.研究棟 

：３つの科学研究部 

・ 海洋学・養殖部 

・ 海洋環境衛生部 

・ 漁業資源部 

 

・ 情報システム局 

・ 社会経済研究局 

・ 科学研究会議室 

 

b. 電気室棟 

ｃ. ゴミ置場棟 

ｄ. その他 

・研究棟周囲の構内道路、駐車場 

 

1.1.2 第 2 優先施設 

a. 消防ポンプ室棟 

b. 浄化槽＋浸透枡（下水道が整備された場合には中止） 

 

1.2 モロッコ政府にて整備される内容 

a. 管理棟 

・ 所長及び秘書 

・ 直属部署(3) 

・ 3 科学研究部長及び秘書の事務室 

・ 50～100 名のコンフェランスルーム（近代的視聴覚機器を備える） 

・ 研究支援部（管理及び財務） 

・ 展示コーナーを含むエントランスホール 

・ 文書センター 

・ 中央倉庫及びメンテナンスショップ 

・ カフェテリア 

b. その他 

・ 管理棟周囲の構内道路、駐車場 

・ 植栽、造園 

 

2. 機材 

各部門の機材優先順位を添付する。 

  （機材リスト：略） 
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添付資料 ４.1 日本国の無償資金協力のシステム 

 無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国の社会・経

済的発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達するのに必要な資金を、我

が国の関係法規に従って以下のような原則により贈与するものである。 
 無償資金協力は、被援助国に対する現物供与の形態はとっていない。 
 
1.1 無償資金協力実施の手順 
1) 日本国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

「要請」：  （被援助国による要請） 
「調査」：  （JICA によって実施調整される基本設計調査） 
「審査・承認」： （日本国政府によって審査され、閣議によって承認される） 
「実施の決定」： （被援助国と日本国政府による交換公文による） 
 

2) 第一段階である「要請」は被援助国から提出された要請書を基に日本国政府(外務省)は無償資金協
力としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確認された場合には、JICA に対し
て調査の指示を行う。 

 
  第二段階である調査「基本設計調査」は国際協力事業団（JICA）が実施し、JICA は原則としてこの調査を

我が国のコンサルタントとの契約によって行う。 
 
  第三段階の「審査と承認」は、第二段階で JICA が作成した基本設計報告書を基に日本政府によってその

プロジェクトが無償資金協力として適当であるかを審査した上、閣議請議を行う。 
 
  閣議によって承認されたプロジェクトは第四段階で両国政府による交換公文の署名によって正式決定に至り、

無償資金協力が実行に移される。 
  無償資金協力の実施は被援助国政府によって行われる。無償資金協力の円滑な実施のため JICAはコン

サルタントの推薦、入札･契約手続きその他の手続きについて「調達のガイドライン」に沿って被援助国政府を
支援する。 

 
2.1 調査の位置付け 
1) 調査の内容 

JICA が実施する調査(基本設計調査)は要請の背景、目的、効果並びに実施に必要な維持管理能力等
を調査し、技術面と社会・経済面でその妥当性の検証を行い、被援助国政府と協議の上、計画の基本構想
を双方で確認し、併せて基本設計と概算事業費の積算等を行うものであるが、その目的はあくまでも日本政府
が無償資金協力として承認するにあたっての基礎的資料(判断材料)に位置付けられる。 

 
なお、当然のこととして、要請された内容が全てそのまま協力の対象になるのではなく、我が国の無償資金協

力のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 
また、無償資金協力として実施するに当たって、我が国は被援助国側の自助努力を求める立場から被援助

国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項であってもその実施の担保
を求めるものであり、最終的には先方政府の関係する機関全てとの確認をミニッツにより行う。 

 
2) コンサルタントの選定 

調査の実施に際して JICA は、登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを選定する。選定さ
れたコンサルタントは、JICA の指示に基づいて基本設計調査を行い、報告書を作成する。 

なお、無償資金協力の実行が E/N により決定された後のコンサルタントの契約については、基本設計調査と
詳細設計業務の技術的一貫性を保つ必要性があるため、JICA は当該コンサルタントを被援助国政府に推薦
する。 

 
2.2 無償資金協力のスキーム 
1) 交換公文の署名 

無償資金協力の実施に当たっては政府間の合意・署名（E/N）が必要である。E/Nでは当該プロジェクトに係
る目的、供与期限、実施条件、限度額が確認される。 

 
2) 「供与期限」 

我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、E/N の署名からコンサルタントおよびコントラクタ



A- 14

ー等との契約を経て、最終的な支払いを含めて全てを終了しなくてはならない。 
但し、自然災害等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合には両国間の協議により一

年間（一会計年度）の延長が可能である。 
 

3) 生産物および役務の調達 
無償資金協力によって調達される生産物および役務は原則として日本国および被援助国の生産物ならびに

日本国民又は被援助国民の役務を購入するため適正に、かつ専ら使用される。ここでいう「日本国民」という
語は日本国の自然人又はその支配する日本国の法人を意味する｡ 

なお、無償資金協力は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国および当該国以外）の生産物の
購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用することが可能である。 

但し、無償資金協力の原則により、無償資金協力を実施するに当たって必要とするプライムコントラクター、
即ちコンサルタント、施工業者および調達業者は「日本国民」に限定される。 

 
4) 「認証」の必要性 

当該国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締結され、かつ、日本
国政府による「認証」を必要とする。「認証」は無償資金協力財源が日本国民の税金にあることによる。 

 
5) 被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して当該国政府は以下のような措置等が求められる。 
a) 施設案件の実施に当たっては施設の建設に必要な土地を確保し、かつ、用地の整地を行うこと。 
b) 用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、その他の付随的な施設の整備、

工事等を行うこと。 
c) 資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。 
d) 無償資金協力に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、通関および国内輸送等に係る手続

きが速やかに実施されることの確保。 
e) 認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課せられる関税、内国税およ

びその他の財政課徴金を免除すること。 
f) 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その役務の遂行のための入国および

滞在に必要な便宜を与えること。 
 

6) 「適正使用」 
無償資金協力に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画の実施のために適正かつ効

果的に維持され、使用されること並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。 
また、無償資金協力によって負担される経費を除き計画の実施のために必要な維持・管理費全ての経費を

負担すること。 
 

7) 「再輸出」 
無償資金協力に基づいて購入される生産物は当該国より再輸出されてはならない。 
 

8) 銀行取り極め 
a) 当該国政府又は「指定された当局」は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘定を開設する必要があ

る。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国政府若しくは指定された当局が負う債務の弁済に
充てるための資金を右勘定に「日本円」で払い込むことにより無償資金協力を実施する。 

b) 日本政府による払い込みは当該国政府又は指定された当局が発行する「支払い授権書」に基づいて
「銀行」が支払い請求書を日本国政府に提出した時に行われる。 
 

9) 支払授権書 
当該国政府は､銀行取極を締結した銀行に対し､支払授権書の通知手数料及び支払い手数料を負担

しなければならない。 
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要請

プロジェクトの T/Rの プロジェクト確認

選択 評価 調査

( T/R : タームズ・オブ・リファレンス)

事前調査

基本設計

調査

ドラフト・

ファイナルレポート

の説明

プロジェクトの

審査

各省

会議

E/N案

の提示

閣議

決定

（E/N: 交換公文）

E/N

銀行取極

（B/A）

（A/P：支払い授権書）

コンサルタント

契約

入札図書の

準備

開札

評価

調達・建設

契約

工事

調達

運用

事後評価 フォローアップ

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト

業
者

そ
の

他

日本の無償資金協力システムのフローチャート

要
　

請

相
手

国
政

府

日
本

国
政

府

Ｊ
I

Ｃ
A

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

審
査

と
承

認
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

評価
と

フォローアップ

流れ・作業

各段階

調
査

（
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

フ
ォ

ー
メ
ー

シ
ョ
ン

と
準

備
）

事
前

基
本

設
計

現地調査、国内解析、報告

プロポーザルによる
コンサルタント選定

現地調査、国内解析、
報告書の作成

最終報告書

認証 （A/P）

相手国政府の
入札図書承認 入札準備

相手国政府による完了証明書

認証 A / P

事後評価調査

 
 
 



A- 16

添付資料 4.2 無償資金相手方分担事項資料 

 
No. 

種類 
日本側

負担 

相手国

側負担 

1 土地の確保    ● 

2 造成・整地   ● 

3 サイトのフェンス建設   ● 

4 駐車場の建設 ●   

5 道路建設     

1) サイトの計画範囲内 ●   

2) サイトの計画範囲外およびサイト外   ● 

6 建物の建設 ●   

7 電気、給水、排水等の設備     

1) 電気     

a.  サイトへの配線   ● 

b.  引込線およびサイト内の電気室への配線   ● 

c.  変圧器、主遮断器 ●   

2) 給水     

a.  サイトへの都市給水の配給   ● 

b.  サイト内の給水システム（貯水槽、高架水槽） ●   

c.  配管の加圧試験と清掃   ● 

3) 排水     

a. サイトの市中下水網への接続（下水道、雨水、等）   ● 

b. 排水システム（トイレの設置、汚水等の排出管） ●   

4) 電話     

a. 電話引込盤(MDF)までの電話回線の引込    ● 

b. MDF とインターネット回線    ● 

c. MDF から主要諸室への屋内電線配管  ●   

5) 機材、家具     

a.  一般家具    ● 

b.  要請に含まれる機材 ●   

8 銀行取極（B/A)にもとずく、日本の銀行に対する手数料     

1) A/P のアドバイス手数料   ● 

2) 支払い手数料   ● 

9 資機材の通関、国内輸送     

1) 日本から相手国への船（飛行機）による輸送 ●   

2) 資機材の免税および通関   ● 

3) 資機材のプロジェクトサイトへの国内輸送 ●   

10 本邦人に対する入国滞在のための便宜供与   ● 

11 本邦人に対する免税措置   ● 

12 無償援助による資機材の適正使用の確保   ● 

13 無償以外の必要経費負担   ● 
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添付資料５. 建設許可証（抄訳） 
 

カサブランカ、2006 年 10 月 18 日 
モロッコ王国 

グラン・カサブランカ州 
カサ・アンファ県 

カサブランカ・アーバンコミューン 
アンファ区 
計画課 

 
カサブランカ・アーバンコミューン首長は、 
 
コミューンの組織に関する法律第 78.00 号を交付する 2002 年 10 月 3 日ダヒール n°1.02.297 に
鑑み、 
2006 年 8 月 29 日付けに申請に鑑み 
申請者：Mr. Abdellatif BENREHOU 
住所：Tiznit 通り 2 番地 
許可申請：公共交通に割当られている 5m の公道を侵害しないことを留保条件として、添付図面
T.F.n°7794C(P1)に従った中央研究所および本社の建設 

 
工事場所：Sidi Abderrahmane 通り 

 
につき、以下決定する。 

 
第 1 条：上記の全般条件及び下記特別条件にて申請の目的を許可する。 
 
第 2 条：着工前にコミューン(市)収税課へ 81,022.00 DHS を支払わなければならない。 
 
第 3条：工事はコミューン(市)担当官の監視下で実施されることとする。本許可証は、第三者及
び行政の権利を留保して付与されるもので、署名日から 1 年間のみ有効とする。 
 
第 4条：本許可証は、本質的に一時的(仮)で取り消し可能な、公道に建設される構造物に関する
ものである。行政は、治安、交通、美的健全性の観点からこれを変更しあるいは無効とする権
利を有するものとする。 
 
第 5条：都市計画に関する法律 12/90 に従い、土地所有者は、居住証明書あるいは適合証明書を
取得する前にこの建物を使用することはできない。 
 
第 6 条：建築士は、着工の 24 時間前にコミューン(市)へ通知しなければならない。 
 
第 7条：本許可証の番号及び日付けは、工事の全期間を通じて常時現場に掲示しておかなければ
ならない。変更不能の略署名をした承認図面あるいは当該承認図面のコピーは、現場事務所に
用意しておきコミューンの代表者の要求があればいつでも見せられるようにしておかなければ
ならない。 
 
第 8 条：建物のファサッドは白色に塗装しなければならない。他の色を使用しないこと。 
 
計画課長                                    カサブランカ・アーバンコミューン首長 
署名                                                    署名 
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資料 4 討議議事録 

(2)基本設計概要説明調査時 

 

モロッコ国国立研究所中央研究所建設計画 

基本設計調査 2協議議事録 

 

モロッコ国政府の要請に基づき、日本国政府は「国立漁業研究所中央研究所建設計画」（以

下「計画」と称す）に係る基本設計調査 2 の実施を決定し、その調査を国際協力機構（以

下「JICA」と称す）に委託した。 

JICA は、2007 年 2 月 26 日から 3 月 17 日まで実施した本プロジェクト基本設計調査(現

地調査) (以下｢B/D｣と記す)およびその後の国内解析に基づき基本設計概要書を取りまとめ

た。 

JICA は、モロッコ側に基本設計概要書を説明し、協議を行うために、JICA モロッコ事務

所畠山敬所長 を団長とする基本設計概要説明調査団(以下｢調査団｣と記す)をモロッコへ

派遣し、2007 年 6 月 3日から 6月 12 日まで同国に滞在する予定である。 

協議の結果、両者は付属書に記載された主な事項を確認した。 

 

 

ラバト 

2007 年 6 月 11 日 

 

 

 

                                         

団長 畠山 敬                           Mohammad TARMIDI 

国際協力機構                            農業地方開発海洋漁業省 

基本設計調査団     次官  

     

   

                                

         Abdellatif BERRAHO 

        国立漁業研究所 

      所長 
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付属書 

 

1. 基本設計概要書の内容 

モロッコ側と日本側双方は、日本側から提示された基本設計概要書の内容について原則合意し

た。 

 

2.プロジェクト名 

 モロッコ側と日本側双方は、プロジェクト名を「漁業研究所中央研究所建設計画

（Realisation）」から「漁業研究所中央研究所建設計画（Construction）」に変更することを確認

した。 

 

3. 日本の無償資金協力制度 

(1) モロッコ側は、2007 年 3 月 15 日に合意・署名された B/D 協議議事録添付資料 4.1 に記載さ

れている日本国の無償資金協力制度について、あらためて十分に理解した。 

(2)  モロッコ側は、本プロジェクトに対する無償資金協力が実施される場合、協力の円滑な実

施のために、2007 年 3 月 15 日に合意・署名された B/D 協議議事録添付資料 4.2 に記載された

とおり、モロッコ側が行うべき必要な処置を理解し、またこれを行うことを再度確約した。 

 

4. 今後のスケジュール 

 JICA は基本設計概要説明調査団の帰国後、基本設計報告書を作成し、2007 年 9 月頃、モロッコ

側に送付する予定である。 

 

5. その他の協議事項（以下の事項をミニッツに残す） 

（1）環境許可の必要有無の確認 

調査団は本プロジェクトの実施に当たり環境影響評価(EIE)の環境許可を必要としない

ことを確認した。 

（2）建設許可の確認 

モロッコ側は、建設許可変更手続きを 2007 年 12 月末までにモロッコ側経費負担で実施する

と説明した。 

（3）仮土地所有許可書の確認 

調査団は、有効期限が 2008 年 12 月末で更新可能な、本計画建設予定地の仮土地占有許可書

の取得を確認した。仮土地占有許可書のコピーを添付資料１とする。仮土地占有許可書の取得

により施設建設は可能であることを確認した。なお、仮土地占有書の更新が必要な場合、有

効期限の 3ヶ月以内に更新手続きを行うことをモロッコ側は確約した。 

「モ」国側は、土地所有証明書の取得手続きを 2007 年 10 月末までに完了するよう努力する。

また、資料２にある通り土地所有証明書の取得スケジュールを説明した。 

（4）モロッコ側負担事項の確認 

調査団は、用地の確保、サイト内の石・建設資材廃棄物の撤去、既存研究所からの機材の移

転、不法居住者の住居撤去、門扉・塀の建設、水道・下水・電気の建設予定地への引き込みお
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よび施工検査会社の経費負担についてはモロッコ側負担事項であることを再確認した。モロッ

コ側は、モロッコ側負担工事の一部を 2007 年 8 月に着手することを説明した。 

（5）プロジェクトの概算事業費 

資料３に示すプロジェクトの概算事業費は業者契約が終了するまで、外部の組織に写したり

公開しないことを双方が合意した。 

（6）運営維持管理 

モロッコ側は、基本設計概要書第４章の運営維持管理計画に基づき、必要な人員および経費

措置を取ることを確約した。 

 

 

添付資料： 

 資料１：仮土地占有証明書（写） 

 資料２：土地所有証明書の取得スケジュール 

 資料３：プロジェクト概算事業費 
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資料１ 仮土地占有証明書（写） 

 

モロッコ王国                                                           非公式仏訳 

設備・運輸省                                                     (原文はアラビア語) 

行政業務・法務局 

 
国有地仮占有 

許可に係わるアレテ1 
2007 年 5 月 29 日付け第 1992 号 

 
設備・運輸大臣は、 
・ 国有地に関わる 1332 年シャバーン月 7日（1914 年 7 月 1日）付け変更・補完されたダヒ

ール（王命）、及び国有地の仮占有に関わる 1337 年サファールアルカイール月 24 日（1918
年 11 月 30 日）付け変更・補完されたダヒール（王命）に鑑み、 

・ 1997/1998 年財務に関わる法律、特に“臨海及び港湾公有地の境界画定公庫”の創設に関
わる第 50 条に鑑み、 

・ 国有地仮占有の使用料金の決定に関する 1997 年 8 月 12 日付け公共工事大臣及び財務・対
外投資大臣の共同決定第 32/799 号に鑑み、 

・ カサブランカ市ティズニット通り2番地に本社を有するINRHにより2007年 5月 3日付け
で提出された、国家第二珪岩採掘場と称するカサブランカ、シディ･アブデルラフマンに
位置する臨海国有地 NoD7794 から分離する土地区画を占有する許可の申請書に鑑み、 

 
以下、アレテを発する。 
 
第 1 条： 
INRH は、INRH の中央研究所を建設し運営する必要に供するべく、本書に添付した縮尺 500 分
の一の区分地図に示す土地面積 8124m2の臨海区域を占有する許可を与えられる。 
 
第 2 条： 
本許可証の対象である土地区画は、本アレテで記載される条項に則り、また本アレテに添付
された仕様書の条件に従い、開発されるものとする。 
 
第 3 条： 
本許可証は、受益者へ通知されてから 2008 年 12 月 31 日までを有効期限とし、受益者が期限
満了前の 3ヶ月以内に申請書を提出することにより更新される。 
 
第 4 条： 
設備・運輸大臣により徴収命令書が発行された後、受益者は年額 162,480 ディルハムを支払
うものとする。この金額の 50%は国庫に収められ、50%は臨海・港湾国有地境界画定公庫、口
座 N03.1.17.03.1 に収められる。 
 
第 5 条： 
受益者は、公有地監督官がその使命を果すとき、便宜を図らなければならない。 
 
第 6 条： 
受益者は、自費にて、公共飲料水網及び配電網へ接続し、又サイト及び周辺を清潔に維持し
なければならない。 
 
第 7 条： 
本許可証は、インフラの建設工事及び運営のために必要となる許認可を免除するものではな

                                                      
1 アレテ：１もしくは複数の大臣（大臣アレテ、共同大臣アレテ）、または他の行政庁（県知事アレテ、市町村アレテ）が発する一般

的または個別的な効力範囲を持つ執行的決定、＊法令、条令  ～ministériel省令、省アレテ、～préfectoral県条

令、県アレテ（フランス法律用語辞典より） 
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く、又一般的に現行の法律及び規則に従うことを免除するものではない。 
 
第 8 条： 
本許可証は個別的なものとみなされるべきもので、そこから生じる義務事項は第三者又は権
利保有者に全部もしくは一部を設備・運輸大臣の事前の同意なく譲渡することはできない。 
 
第 9 条： 
本許可証は、いかなる権利又は民法及び商法の条項に従うべき営業権を受益者に与えるもの
ではない。 
 
第 10 条： 
以下の場合においては、行政は補償や使用料金を徴収する権利を留保し、事前の通知なく又
はいかなる補償金もなく、本許可証は撤回される。 
・ 期限内に使用料金を支払わない 
・ 設備･運輸省の事前の同意なく許可された面積や許可目的を変更すること 
・ 上記第 8 条の条項を遵守せず、第三者もしくは権利保有者に権利を移転あるいは譲渡する

こと 
・ 本アレテに記載されている条項の一つ、もしくは本許可証に添付されている仕様書の特別

条件の一つを遵守しないこと 
 
第 11 条： 
本許可証の期限が到来し又は撤回されたとき、保持することが必要と行政が考えるインフラ
については補償金なしに国の所有に帰する。また、その他のインフラについては、受益者は
自らの費用にて許可証の期限日、撤回または無効のアレテが通知された日から起算して 3 ヶ
月以内にこれを除去しなければならない。 
 
第 12 条： 
カサブランカ県運輸支局長及びカサブランカ県財務局は、各々その管轄する事項につき本ア
レテを実施する。 
 

For 設備・運輸大臣 
行政及び法務局長 

署名：Brahim BAAMAL  



A- 49

資料２ 土地所有証明書の取得のスケジュール 

 

土地地目変更および土地所有証明発行の進捗状況およびスケジュールを以下に示す。 

 

手続き 状況 日程 

・設備省大臣による公示案への署名 完了 2007 年４月下旬 

・財務大臣による公示案への署名 完了 2007 年５月中旬 

・首相による公示案への署名 現在手続き中 2007 年６月下旬～８月下旬 

・首相府による官報への公示掲載  2007 年７月中旬～８月下旬 

・設備省及び財務省による土地管理支局へ

の土地譲渡に係わる議事録の作成 

 2007 年９月 

・土地管理支局（財務・民営化省）と INRH

間での土地交換手続き 

 2007 年９月 

・国立土地管理庁（農業省）による土地所

有証明書の発行 

 2007 年１０月 
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資料３ プロジェクトの概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 10.18 億円となり、先に述べた

日本と「モ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は下記(3)に示す積算条件によれば、次のと

おり見積られる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

 

(1) 日本国負担経費  
本計画の実施に要する日本側概算総事業費は、約 9.58 億円と見込まれる。 

 
概算総事業費 

  約 958 百万円 

INRH 中央研究所（建設延床面積：約 2,569 ㎡）  

  費目 概算事業費（百万円） 

施設 研究棟 付帯施設 627 666 846 

  外構 39     

機材     180   

実施設計・施工管理・技術指導     112 

 
 
(2) モロッコ国側負担事経費 
本計画を日本無償資金協力により実施する場合の「モ」国側の負担事業費は、約 4,290 千 DH (約

0.6 億円)と見込まれ、その内訳は以下のとおりである。 
 

相手国側負担事業費       （千 DH） 

負担事項 数量 負担額（千 DH） 円貨（百万円） 

1）整地、障害物撤去 １式 120 1.7 

2）電力・市水・電話の引
込み 

1 式 1,400 19.5 

3）塀、ゲート、植栽 1 式 1,100 15.4 

4) 事務機器・家具、引越
し等 

1 式 1,000 14.0 

5) 公認検査会社等委託費 1式 600 8.4 

6) 銀行取り決め（B/A） 1 式 70 1.0 

  合 計  4,290 60.0 

 
(3) 積算条件 
積算条件は以下の通りである。 

①積算時点  ：平成 19 年 3 月 
②為替交換レート  ：1 DH  ＝ 13.96 円 
 ：1 US$  ＝119.57 円 
 ：1 US$  ＝8.560 DH 
 ：1 EUR ＝154.61 円 
③施工・調達期間：詳細設計、建設工事・機材調達の期間は事業実施工程表に示したとおり。 
④その他 ：積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 
 



















A- 59

資料 5 事業事前計画表（基本設計時） 

1 案件名 

モロッコ王国 国立漁業研究所中央研究所建設計画 

2 要請の背景（協力の必要性･位置付け） 

モロッコ王国（以下「モ」国と称する）は地中海および大西洋に面しており、且つ長い海岸線

を有することから漁業開発のポテンシャルは大きく、農業、鉱業（燐鉱石）とともに重要な外貨

獲得産業に育って来ている。漁業が雇用創出に果たす役割も大きく 2003 年の統計データでは漁業

に携わる直接従事者が約 11.5 万人、漁業関連部門も含めると 40 万人を越える雇用を確保する重

要な産業に成長しており、地域振興や雇用促進の観点からも同国の漁業振興は国家戦略上で重要

な位置を占めている。 

同国漁業は近代化に伴い魚介類の輸出が増加しているが、近年、国際的に沿岸水域や漁獲物の衛

生環境適正化要求が強まっている中で、これら適正化に向けた研究調査活動が十分に行なわれてい

ない状況にあり、EU 等の国際社会から緊急改善を求められている状況にある。漁業関連分野の立

法化を行なうのは海洋漁業省の責務であるが、立法化に向けての科学的根拠を求められる国立漁業

研究所（以下、INRH と称す）の重要性が急速に高まっている。現在、カサブランカに所在する既

存 INRH 本部には、中央研究所機能および地域センター機能が併存し、研究室も混在しているため

に中央研究所本来の機能が十分に果たせない状況にある。かつ、既存 INRH 本部敷地はグラン・モ

スクと道路に囲まれているため拡張余地が無い。さらに、同施設は 1947 年に建造された老朽施設

であることから空調方式は自然換気に基づいているため、精密分析機器の使用や微生物検査を行な

うには不適切な環境下にある。このような状況を改善するために、適正な検査・研究環境を有する

中央研究所を新たに整備し、正確で効率的な研究調査活動を実施できる施設・機材の整備が緊急課

題となっている。 

かかる状況下において、INRH の調査・研究活動の中心拠点として中央研究所の施設・機材を整備

することは、研究環境の適正化、研究効率の向上をもたらし、中央研究所の研究能力が向上する。

その結果、中央研究所は、精度の高い研究成果の提言が可能となると同時に、その提言を「モ」国

の漁業政策に反映できる機会が増加することとなり、ひいては、同国漁業開発戦略の基本理念であ

る「持続的且つ責任ある漁業の確立」に対して貢献することとなる。 
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3 プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲および規模） 

１ ①INRH の中央研究所の施設・機材が整備され、研究環境が適正化するとともに研究効率が向上する。

②INRH 中央研究所としての研究能力の向上により、精度の高い研究成果に基づいた施策立案が行

われ、適正な漁業施策の実施を通じ、漁獲減や漁獲規制で困窮する漁業従事者の生活改善に裨益

する。 

（裨益対象の範囲及び規模） 

①INRH 中央研究所の研究職員である約 390 人（地域センターを含む研究員、職員） 

②漁業に携わる直接従事者の約 11.5 万人 

③漁業関連部門の労務従事者の約 40 万人 

 

(2) プロジェクト全体計画の成果 

 ①中央研究所の研究棟・研究機材が整備される。 

 ②中央研究所において施設・機材の効果的な運用が行われる。 

 

（3）プロジェクト全体計画の主要活動 

①中央研究所において研究棟、付帯施設を建設する。 

 ② 研究活動に必要な主要機材の調達、据付を行う。 

 ③ 重要な機材の操作指導を行なう。 

④ 上記の施設・機材を使用して調査・研究活動を実施する。 

  

（4）投入(インプット) 

① 日本側：無償資金協力 9.57 億円 

②モロッコ国側 

a) 必要な人員：INRH 中央研究所の研究職員 

b) 建設資機材：インフラ接続（電気、水道、下水、電話）塀、ゲート等の建設 

c) 施設・機材の運営・維持管理に係る費用 

 

（5）実施体制 

 ① 主管官庁：農業地方開発海洋漁業省、海洋漁業庁 

② 実施機関：国立漁業研究所（INRH） 
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4 無償資金協力案件の内容 

（1）サイト 

カサブランカ県、カサブランカ市、シディアブﾄﾞラーマン地区 

 

（2）概要 

① 施設：中央研究所研究棟 

付帯施設（電気室棟、ゴミ置き場） 

外構（構内道路、駐車場）の建設 

② 機材：中央研究所研究棟への研究機材（海洋・養殖部、海洋環境保全部、漁業資源部）の調達・

据付 

 

（3）相手国側負担事項 

① 建設用地の確保、土地所有証明の取得 

② 整地、囲い塀、ゲート、守衛小屋建設、電気、給水、通信等のインフラ工事 

③ 既存 INRH 本部からの機材の移転・設置、必要機材、備品の調達 

 

（4）概算事業費 

10.17 億円（無償資金協力 9.57 億円、モロッコ国側負担 0.60 億円） 

 

（5）工期 

詳細設計･入札期間を含め約 17.0 ヶ月（予定） 

 

（6）貧困、ジェンダー、環境および社会面の配慮 

・ 実験後の廃液処理に配慮した排水設備計画 

・ 処理、取り扱いが制限される試薬等の不活性処理機材（安全化機材）を取り入れた機材計画 

・ 衛生区画、サニタリーコントロール等を設けた環境汚染防止に配慮した微生物研究室の設置 

・ 日常の衛生的なゴミ処理に配慮した廃棄物処理室（集中管理）、ゴミ置き場、洗い場の設置 

5 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 

－ 

6 過去の類似案件からの教訓の活用 

－ 



A- 62

 

7 プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（1）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

成果指標としては以下の３項目に着眼する。 

① 研究環境の適正化 

 

成果指標 現状 2006 年 2010 年以降 

細菌・ウイルス、DNA 分析の研究報告数 10 件/年 20 件/年 

EU 調査ミッションの評価 改善指摘あり 改善指摘なし 

 

② 研究効率の向上 

 

成果指標 現状 2006 年 2010 年以降 

栄養塩データ解析の迅速化による研究時間短縮 ２ヶ月/年 １ヶ月/年 

病理研究の組織標本数が増加 3,000 個/年 5,000 個/年 

生物毒解析等の HPLC 分析回数の増加 500回/年 1,000 回/年 

 

③ 中央研究所としての研究能力の向上 

 

成果指標 現状 2006 年 2010 年以降 

研究レポート・論文件数 20 件 30 件 

 

(2) その他の成果指標 

 特になし。 

 

(3) 評価のタイミング 

完工１年後の 2010 年となる。 
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資料 6 参考資料リスト 

 

番

号 
名称 

形態 
図書・ビデオ

地図・写真等

オリジナル・

コピー 
発行機関 

発行

年 

1 
ANNUAIRE STATISTIQUE DU 
MAROC 
2000 

図書 オリジナル 
DIRECTION DE LA 
STATISTIQUE 

2000 

2 
REGLEMENT DE CONSTRUCTION 
PARASISMIQUE (R.P.S.2000) 

図書 オリジナル 
MINISTERE DE 
L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

2001 

3 
Lingnes directrices JAMP de la 
surveillance continue des effects 
biologiques propres aux contaminants 

図書 コピー Commission OSPAR 2003 

4 
EU 海洋環境衛生ガイドライン集 
(1991 to 2002) 

図書 コピー EU 2003 

5 
LES PRINCIPALES ACTIONS 
ENGAGEES 

図書 コピー 
INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE 
HALIEUTIQUE 

2003 

6 RAPPORT d’ACTIVITÉ 2003 図書 コピー 
MINISTÈ DE 
l’AGRICULTURE, DU 
DÉVELOPPEMENT 

2003 

7 
ANNUAIRE STATISTIQUE DU 
MAROC 
2004 

図書 オリジナル 
DIRECTION DE LA 
STATISTIQUE 

2004 

8 Morocco Earthquake Summary Map 図書 PDF U.S. Geological Survey 2004 

9 
10 ANS DEPUIS SA CREATION, 
l’INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE HALIEUTIQUE  

図書 オリジナル 
INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE 
HALIEUTIQUE 

2007 

10 
PLAN D’AMENAGEMENT DE LA 
VILLE DE CASABLANCA 

図書 オリジナル 
Agence Urbanine de 
Casablanca 

1991 

11 CARTE DU MAROC-CASABLANCA 図書 オリジナル 

DIRECTION DE LA 
CONSERVATION 
FONCIERE ET DES 
TRAVAUX 
TOPOGRAPHIQUES 

2003 

12 
CARTE GEOLOGIQUE DU 
MAROC-CASABLANCA 

図書 PDF 
LABORATOIRE PUBLIC 
D’ESSAIS ET D’ETUDES 

2003 
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資料 7 その他の資料・情報 

資料 7.1 中央研究所の年間活動計画および各研究室での実験手順事例と分析機材と

の関係 

 

INRH より提出された年間の調査・研究活動事例、および各研究室で行う実験の手順と使

用機材との関係図を以下に示す。 

■ 中央研究所の年間活動計画 

表： 年間活動計画 (1/3) 

研究部・課・室名 年間活動計画 

I. 海洋・養殖部  

1）海洋課 Prog.1    ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ海峡水域の炭素量推移 

Prog.2    大西洋岸浮魚の生態 

Prog.3    沿岸海域ｼｽﾃﾑ 

Prog.4    調査結果のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 

－海洋物理研究室 1 月：  Prog.1 による 3 回の栄養塩測定ﾃﾞｰﾀ解析 

     ﾅﾄﾞｰﾙﾗｸﾞｰﾝの沿岸調査 

2 月：  Prog.1 でのｱﾌﾞﾃﾞﾗ号海上調査 

     ﾅﾄﾞｰﾙﾗｸﾞｰﾝの栄養塩室内分析 

     ﾅﾄﾞｰﾙﾗｸﾞｰﾝの潮汐・流向ﾃﾞｰﾀ処理 

     共通ﾌｫｰﾑでのﾃﾞｰﾀ保持 

     ﾛｼﾞｶﾙ QCMEDAR によるﾃﾞｰﾀの品質管理 

     ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの保護 

3 月：  Prog.2 でのｱﾌﾞﾃﾞﾗ号海上調査 

     ﾅﾄﾞｰﾙﾗｸﾞｰﾝの沿岸調査ﾃﾞｰﾀ分析・中間ﾚﾎﾟｰﾄ 

4～5 月： 2 月海上調査時栄養塩の室内分析 

     3 月海上調査での栄養塩およびｾﾃﾞｨﾒﾝﾄ分析 

     共通ﾌｫｰﾑでのﾃﾞｰﾀ保持 

     ﾛｼﾞｶﾙ QCMEDAR によるﾃﾞｰﾀの品質管理 

     ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの保護 

     ﾅﾄﾞｰﾙﾗｸﾞｰﾝ最終報告書 

6～7 月： CTD、流向流速、栄養塩ﾃﾞｰﾀのｺﾝﾋﾟｭｰﾀ前処理 

     3 月調査の予備報告書 

     Prog.3 でのｳｱﾘﾃﾞｨｱﾗｸﾞｰﾝ調査・ﾃﾞｰﾀ処理・分析 

共通ﾌｫｰﾑでのﾃﾞｰﾀ保持 

ﾛｼﾞｶﾙ QCMEDAR によるﾃﾞｰﾀの品質管理、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保護 

9 月：   Prog.2 でのｱﾌﾞﾃﾞﾗ号海上調査 

共通ﾌｫｰﾑでのﾃﾞｰﾀ保持 

     ﾛｼﾞｶﾙ QCMEDAR によるﾃﾞｰﾀの品質管理、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ保護 

     6 月調査の報告書 

10～11 月：CTD、流向流速、栄養塩ﾃﾞｰﾀのｺﾝﾋﾟｭｰﾀ前処理 

     9 月調査の予備報告書 

     Prog.3 でのﾀﾞｸﾗ湾沿岸調査・ﾃﾞｰﾀ処理・分析 

12～1 月： CTD、流向流速、栄養塩ﾃﾞｰﾀのｺﾝﾋﾟｭｰﾀ前処理 

     10 月調査中間報告書 

2 月：    前 2 回調査結果の総括／３つの沿岸調査最終報告書 

－海洋生物研究室 1 月：    Prog.1 による 3 回のｸﾛﾛﾌｨﾙ測定ﾃﾞｰﾀ解析 

2 月：    Prog.1 でのｱﾌﾞﾃﾞﾗ号海上調査 

3 月：    Prog.2 でのｱﾌﾞﾃﾞﾗ号海上調査 

4～5 月： 採集した動植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ・卵稚仔室内観察 

6～7 月： ﾃﾞｰﾀ分析・調査結果の予備ﾚﾎﾟｰﾄ作成 

9 月：    Prog.2 でのｱﾌﾞﾃﾞﾗ号海上調査 

10～11 月：採集した動植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ・卵稚仔室内観察 

12～1 月：ﾃﾞｰﾀ分析・調査結果の予備ﾚﾎﾟｰﾄ作成 
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2 月：    2 回の調査結果の総括 

－海洋情報処理室 上記の海洋物理・生物研で得られた研究成果の統一ﾌｫｰﾑによるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化と情

報の画像化 

2）養殖課  

－養殖研究室 ﾑﾃﾞｨｯｸ養殖ｾﾝﾀｰ、地域ｾﾝﾀｰの養殖・沿岸資源研究室からの情報を整理し、国内

養殖開発潜在力を明確化するための地方別研究計画を作成する。作成に当たっ

ては、漁業省養殖局、地域ｾﾝﾀｰ、民間養殖業者などとの意見の交換・調整が行

う。 

－病理研究室 1．養殖ｶｷにおける 2 種の寄生虫の存否ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

    組織学的に寄生虫の有無を判定する。 

5 月：Morteilia  150 検体、Bonamia  150 検体 

11 月：Bonamia  150 検体 

2．疫学的警戒ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ－基礎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 EU 勧告に対応して 2004 年から開始された。異常な死亡率が発現していない主

要な二枚貝（養殖場、増殖場、天然分布域）の病気発生を組織学的に発見。

 8 ｿﾞｰﾝ、19 地点で 30 検体/回採集し、中央研究所で検査。 

 月別検体処理量は以下のとおり： 

 2 月 420、3 月 360、5 月 420 、6 月 480 、7 月 480 、9 月 240 、10 月 540 、

 11 月 360 、合計 3,300 検体 

3．上記ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのうち、組織学的に発見できぬ症例については、細菌・ｳｨﾙｽ学

的手法で対応する（要請機材の整備が実現した場合）。 

 主要な 4 種につき、 

 第 1 段階：PCR ﾍﾙﾍﾟｽ/接種/組織観察、PCR ﾍﾙﾍﾟｽ/敗血症観察/細菌分離/組織

観察、PCR ﾍﾙﾍﾟｽ/細菌分離/Perkinsus 菌検出/組織観察などの方法

で、病因を想定する。 

 第 2 段階：血清凝集反応/PCR/ﾊｲﾌﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ/電顕観察で病因を決定。 

 

 

表： 年間活動計画 (2/3) 

研究部・課・室名 年間活動計画 

II. 海洋環境保全部  

1）化学汚染課  

－化学研究室 GC、原子吸光、蛍光光度計などの中核機材を用いて、魚介類の含有重金属・殺

虫剤・炭化水素の分析および海水の富栄養指標（NO3、NO2、PO4 など）分析を月

平均 200 実施する（貝類 960 回/年、魚類 600 回/年、海水 800 回/年） 

－環境生態研究室 ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ、顕微鏡、水槽。恒温槽などの機材を用いてもろっこ沿岸の 40 ｿﾞｰﾝに

おいて以下の調査を実施する。 

－ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰﾃｽﾄ：80 回/月 x12 月/年＝960 回/年 

－ﾊﾞｲｵｱｯｾﾃｽﾄ：（海草、二枚貝、うに）40ｘ12ｘ6＝2,880 検体 

2）生物汚染課  

－微生物研究室 適正な検査環境下で、高速遠心機、PCR、極低音冷凍庫、純粋製造機などの中核

機材をもちいて、以下の調査を実施する。 

1． 細菌検査 

ﾓﾛｯｺ沿岸の 40 ｿﾞｰﾝにおいて毎月 2 回以下の調査を実施する。 

－－疫学的調査：40 サンプル/月ｘ12 月ｘ2＝960 サンプル/年 

－培養比較検査：同上 

2．ｳｨﾙｽ検査 

ﾓﾛｯｺ沿岸の 40 ｿﾞｰﾝにおいて毎月 2 回以下の調査を実施する。 

－指標ｳｨﾙｽ検査：40 ｻﾝﾌﾟﾙ/月ｘ12 月 x2＝960 ｻﾝﾌﾟﾙ/年 

－毒性ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ研究室 顕微鏡を中核機材として、ﾓﾛｯｺ沿岸 40 ｿﾞｰﾝにおいて月 4 回毒性プランクトンの

発現傾向調査を実施する。 

調査頻度：40x12ｘ4＝1,920 回/年 

－毒性評価研究室 HPLC、遠心機、ﾛｰﾀﾘｴｳﾞｧﾎﾟﾚｰﾀなどの中核機材をもちいて、ﾓﾛｯｺ沿岸の 40 ｿﾞｰﾝ

において毎月 4 回以下の蓄積毒調査を実施する。 

1．マウステスト：PSP,DSP;40ｘ12xｘ4＝1,920 回/年 

2．HPLC 分析:ASP；40x12x4＝1,920 回/年 
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表： 年間活動計画 (3/3) 

研究部・課・室名 年間活動計画 

Ⅲ. 漁業資源部   

1）間接的資源評価課  

－水産統計研究室 資源の現存量を直接測定するのではなく、各種の統計資料、漁業関連業者に対

する調査ﾃﾞｰﾀなどを用いて以下のような手順で漁業資源の開発程度を推定す

る。 

1．浮魚資源 

第１段階：生物統計ﾃﾞｰﾀ収集のための地方ｾﾝﾀｰとの調整 

     －ﾃﾞｰﾀ収集 

     －ﾃﾞｰﾀ予備処理 

第 2 段階：既存漁業活動の基本指標の傾向分析 

     －各地のｲﾜｼ水揚量 

     －生物ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ地点のﾃﾞｰﾀに基づく対象魚種の統計的構成  

     －成長指標 

     －漁獲努力量 

第 3 段階：資源量評価ﾏﾄﾘｯｸｽの作成 

第 4 段階：ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加 

     GCP/INT/730/NOR ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと FAO による資金で開催される北西ｱﾌﾘｶ

地域資源評価ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの専門家とともに浮魚資源状況の診断・評価

を行う。 

第 5 段階：北西ｱﾌﾘｶ地域資源状況および開発計画分析のための漁場状況にかか

る科学報告書作成 

2．底魚資源 

第１段階：商業漁船漁獲物の定性的・定量的構造について漁業会社よりﾃﾞｰﾀ収

集する。 

第 2 段階：他の水揚げ場と同様にﾀﾞｸﾗを基地とする冷凍会社にも定期的ﾃﾞｰﾀ収

集をする。  

第 3 段階：基本指標の分析：生産量、漁獲努力量、漁獲物の統計的構造 

第 4 段階：資源評価のための COPACE による特別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加 

－資源生物生態 

研究室 

1．生物・生態 

調査目的・手法 

調査分野 分析項目 目的 

生物学的視点 卵巣 

体長体重 

胃内容物 

耳石 

成熟度判定 

相対的肥満度判定 

食性傾向判定 

年齢査定およびミクロ群集の鑑別 

生態学的視点 食性 固有環境因子の判定 

回帰・刷り込み理論の検証 

 

2005 年度 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ 

1)調査船による大西洋の特定地点での採集 

  4～5 月： 地点 1 合計 40 日 研究者 1 

5～7 月： 地点 1 合計 90 日 研究者 2＋技官 2 

  7～8 月： 地点 2 合計 45 日 研究者 1＋技官 1 

  8～10 月： 地点 2 合計 90 日 研究者 2＋技官 2 

2)ﾅﾝｾﾝ号による採集 

  11 月：      合計 30 日 研究者 1 

3)漁船による特定水揚げ地での採集 

  12 地点で合計 378 日     研究者合計 3+技官合計 13 

2006 年度 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・分析ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 1)ﾅﾝｾﾝ号による採集 

  1～2 月:     合計 60 日 研究者 2＋技官 2 

2)漁船による特定水揚げ地での採集 

11 地点で合計 990 日     技官合計 11 
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 3)ｻﾝﾌﾟﾙ分析 

  -再生産/成熟度：365 日研究者 1.5＋90 日 技官 1 

  -食性    : 365 日研究者 0.5＋研究者見習 1＋365 日技官 1 

  -空間戦略分析: 365 日（研究者 1） 

 

2．遺伝子分析によるｲﾜｼの系群把握： 

ﾓﾛｯｺ沿岸では、自国３系群のほかにﾖｰﾛｯﾊﾟ系群、ﾓｰﾘﾀﾆｱ･ｾﾈｶﾞﾙ系群が重複分布

していることが、近年形態学的・遺伝子学的により判明している。その動態を

明確・迅速に把握するには遺伝子学的手法が優れている。 

年間調査計画は以下のとおりである： 

10～12 月（産卵期間）：調査船によるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ。ｻﾝﾌﾟﾙは沿岸 10 漁港から採集。

1～2 月：ｻﾝﾌﾟﾙの前処理（DNA 抽出、酵素抽出） 

3～9 月：遺伝子配列分析（ｻﾝﾌﾟﾙ数により変動）  

2）直接的資源評価課 － 

－浮魚資源研究室 － 

－底魚資源研究室 2004 年実績 

1．ﾀｺ資源の継続調査 

 1 月 23～31 日（9 日間）４隻のﾀｺ冷凍船乗船調査 

2 月 21～3 月 14 日（22 日間）ｲﾄﾞｩﾘｽ号 

3 月 25 日～4 月 17 日（24 日間）ｲﾄﾞｩﾘｽ号 

7 月 26 日～8 月 6 日（17 日間）ｲﾄﾞｩﾘｽ号 

9 月 16 日～10 月 14 日（29 日間）ｲﾄﾞｩﾘｽ号 

11 月 22 日～12 月 15 日（24 日間）ｲﾄﾞｩﾘｽ号 

11 月 13 日～12 月 13 日（31 日間）民間漁船乗船観察 

2．ﾒﾙﾙｰｻ・大型赤えび資源の継続調査 

 5 月 25 日～6 月 13 日（20 日間） 

3．二国間・国際機関との共同調査 

 9 月 14～23 日（10 日間）、FAO/COPCE/CECAFDE,ｾﾈｶﾞﾙ 

4．5 漁港での漁獲物調査 

 5 月 7～13 日（7 日閑） 

5．ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ港での沿岸漁業漁獲物ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 

 2004 年 6 月～2005 年 6 月（1 年間） 

6．その他、6 回の国内会議出席 

3）資源管理課 － 

－管理手法研究室 資源の数学的解析に用いる各種ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定に必要な操業ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞの適正手

順、ﾃﾞｰﾀ処理法、ﾓﾃﾞﾙ化等の手法開発、標準化を行う。 

－漁業ｻﾝﾌﾟﾙ研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集ｻﾝﾌﾟﾙ数 

種類 頻度 ７数 担当 

陸上 260 日/年 200 個/日/水揚地ｘ

12 

地域ｾﾝﾀｰ 

調査船 1 8 回/年 5,000 検体/回 底 魚 研 /当 該

研 

調査船 2 6 回/年 生ﾃﾞｰﾀ：1 個/30 秒 

処理ﾃﾞｰﾀ 10,000/回

浮 魚 研 /当 該

研 

乗船観察 100 ～ 400

回 

5,000 検体/潮 当該研 

 

INRH 協力機関からのｻﾝﾌﾟﾙ数 

種類 協力機関 数量 担当 

商業漁船漁獲

統計 

漁業公社 1,000,000 個/年 当該研 

漁業統計 海洋漁業省 5,000 個/年 当該研 

衛星ﾃﾞｰﾀ CRTS 

FAO 

不定期 

SST：1 ｲﾒｰｼﾞ/8 日間 

当該研 
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■ 各研究部の実験手順事例と分析機材との関係 

1. 海洋・養殖部 

① 海洋物理研究室 

 以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 
(i) 窒素塩類 

実験手順 主要機材 

1.試料・薬品・溶液保管 
 ↓ 
2.試料の解凍・乳化 
 ↓ 
3.薬品処理 
 ↓ 
4.化学反応 
 ↓ 
5. 吸収波長測定 
 ↓ 
6.濃度測定 

冷蔵庫、－20℃冷凍庫 
 ↓ 
ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、蒸水器、化学天秤等 
 ↓ 
ｶﾗﾑ、（ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ） 
 ↓ 
UV/可視分光光度計 
 ↓ 
標準曲線 

 
(ii) 溶存酸素（ウィンクラー法） 

実験手順 主要機材 

1.転倒採水器からの採水 
 ↓ 
2.試料の固定 
 ↓ 
3.沈殿物の溶解 
 ↓ 
4.滴定 
 ↓ 
5.溶存酸素の計算 

転倒採水器 
 ↓ 
酸素ﾋﾞﾝ 
 ↓ 
薬剤 
 ↓ 
ビューﾚｯﾄ 
 ↓ 
ｳｨﾝｸﾗｰ計算式 

 
(iii) 懸濁物質 

実験手順 主要機材 

1.高温下での灰分ろ過 
 ↓ 
2.ろ過物の乾燥・計量 
 ↓ 
3.乳化 
 ↓ 
ろ過・乾燥 
 ↓ 
計量 

ｵｰﾌﾞﾝ、ろ過器 
 ↓ 
ﾃﾞｼｹｰﾀ、化学天秤 
 ↓ 
ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ 
 ↓ 
ｵｰﾌﾞﾝ、ﾃﾞｼｹｰﾀ 
 ↓ 
化学天秤 

 
 (iv) クロロフィル a 

実験手順 主要機材 

1.ﾜｯﾄﾏﾝろ紙での試料の即時ろ過 
 ↓ 
2.－20℃での暗所保存 
 ↓ 
3. 低温下での溶剤による抽出 
 ↓ 
4.懸濁物除去 
 ↓ 
5.計測 

ろ過器 
 ↓ 
冷凍庫（－20℃） 
 ↓ 
冷蔵庫 
 ↓ 
冷却遠心機 
 ↓ 
分光光度計 
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② 海洋生物研究室における実験手順例 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 

(i) 植物プランクトンの密度測定 
実験手順 主要機材 

1.試料採集 
 ↓ 
2.試料の固定・沈下 
 ↓ 
3.種の同定 
 ↓ 
4.数量検査 
 ↓ 
5.密度算定 

CTD 採水器（海洋物理研と共有） 
 ↓ 
試薬 
 ↓ 
光学顕微鏡、検索ガイド 
 ↓ 
倒立顕微鏡､定量ｾﾙ 
 ↓ 
 － 

 
(ii) 動物プランクトンの密度測定 

実験手順 主要機材 

1.試料採集 
 ↓ 
2.試料の固定 
 ↓ 
3.試料の予備的分類 
 ↓ 
4.種の同定 
 ↓ 
5.数量検査 
 ↓ 
6.密度算定 

流量計付ﾎﾞﾝｺﾞﾈｯﾄ 
 ↓ 
試薬 
 ↓ 
元田式ﾀﾝｸ 
 ↓ 
ﾄﾞﾙﾌｪｽﾀﾝｸ、双眼実体顕微鏡、検索ガイド 
 ↓ 
双眼実体顕微鏡 
 ↓ 
 － 

 

(iii) 魚卵・幼生の密度測定 
実験手順 主要機材 

1.試料採集 
 ↓ 
2.試料の固定 
 ↓ 
3.試料の予備的分類 
 ↓ 
4.卵・幼生の選別 
 ↓ 
5.種の同定 
 ↓ 
6.卵の胚段階の決定・数量検査 
 幼生のｻｲｽﾞ・数量検査 
 ↓ 
7.密度算定 

流量計付ﾎﾞﾝｺﾞﾈｯﾄ 
 ↓ 
試薬 
 ↓ 
元田式ﾀﾝｸ 
 ↓ 
ﾄﾞﾙﾌｪｽﾀﾝｸ、双眼実体顕微鏡 
 ↓ 
双眼実体顕微鏡、検索ガイド 
 ↓ 
双眼実体顕微鏡、ﾐｸﾛﾒｰﾀ 
 ↓ 
 ↓ 
 － 
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2. 海洋環境保全部 

① 化学研究室における実験手順例 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 

(i) 重金属分析 
実験手順 主要機材 

1.試料の計量・乾燥 
 ↓ 
2.酸の添加 
 ↓ 
3.ｻﾝﾌﾟﾙの鉱化 
 ↓ 
4.純水による冷却・希釈、計量 
 ↓ 
5.分析器への試料投与 
  

化学天秤（0.1mg－80g）、化学天秤（0.1g－1000g）、恒温乾燥器 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、強酸用分注器、ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ、ｶﾞﾗｽ器具 
 ↓ 
ﾏｲｸﾛ波炉 
 ↓ 
純水製造装置、冷却装置 
 ↓ 
原子吸光分光光度計または ICP-MS 分光計 
ガス供給装置(ｱﾙｺﾞﾝ、ｱｾﾁﾚﾝ)、冷却装置､ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ等 

 
(ii) 石油系炭化水素・有機農薬分析 

実験手順 主要機材 

1.分析容器付着物・試料の熱分解 
 ↓ 
 ↓ 
2.固液抽出 
 ↓ 
 
3.精製、濃縮 
 ↓ 
4. 分析器への試料投与 

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、化学天秤（0.1mg－80g）、化学天秤（0.1g－1000g）、乾
燥機(300℃)､ﾋﾟﾛﾘﾗｲｻﾞ(熱分解装置 400℃)、ﾏｲｸﾛ波炉 
 ↓ 
遠心分離機(200ml 管)、6 連攪拌機(2L ｱﾝﾌﾟﾙ対応)、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ(ｶﾗﾑ
分離) 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ、ｶﾞｽ濃縮器 
 ↓ 
ﾏｽｶﾞｽｸﾛ、ｶﾞｽ供給装置(He、H2、N2、空気) 

 
(iii) サンプルの前処理手順 

実験手順 主要機材 

1.試料の受取り・保管 
 ↓ 
2.試料の粉砕・洗浄 
 ↓ 
3.凍結乾燥 
 ↓ 
4.乾燥試料の保蔵 

冷蔵庫（薬剤・試料の短期保管）、－20℃冷凍庫（試料の中長期保管）
 ↓ 
純水製造装置、粉砕機 
 ↓ 
凍結乾燥機 
 ↓ 
防湿保冷庫 
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② 環境生態研究室の実験手順 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 

(i) 二枚貝類(カキ、ムール貝、アサリ等)の致死率 
実験手順 主要機材 

1.試料貝の馴致 
 ↓ 
 ↓ 
2.毒性溶液調製(重金属、石油系

炭化水素、農薬)、標準液と試
料液、各種濃度 

 ↓ 
3.毒液添加 
 ↓ 
4.致死率測定 
(96 時間後の 50%致死率) 

恒温槽、定温水槽(40L、給気装置付)、温度計、ｻﾘﾉﾒｰﾀ、DO ﾒｰﾀ 
 ↓ 
 
ﾌﾗｽｺ、ﾋﾟﾍﾟｯﾄ等のｶﾞﾗｽ機器、pH ﾒｰﾀ、磁気ｽﾀｰﾗ 
 ↓ 
 
 
3L 時計皿 
 ↓ 
 － 

 
(ii) カキの胚・幼生の発生試験 

実験手順 主要機材 

1.飼育環境準備(飼育水、底土抽
出液) 

↓ 
2.観察準備 
 ↓ 
3.生殖細胞・産卵準備(物理的刺

激、水温刺激、生殖状況検証) 
 ↓ 
4 成熟状態確認・汚物除去. 
 ↓ 
5.産卵・孵化 
 ↓ 
6. 非正常細胞の占有率算定 

遠心機、冷凍庫(－30℃)、天秤、ﾐﾘﾎﾟｱﾌｨﾙ、ｻﾘﾉﾒｰﾀ、磁気ｽﾀｰﾗ、ﾌﾗ
ｽｺ・ﾋﾟﾍﾟｯﾄ等のｶﾞﾗｽ器具 
 ↓↓ 
ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾎﾟｯﾄ(容量 30ml) 
 ↓ 
ﾌﾞﾗｼ、水温計、ｻｰﾐｽﾀ、冷却水槽 
 ↓ 
 ↓ 
三眼実体顕微鏡、ろ過器 
 ↓ 
ｶﾞﾗｽ器具、ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ（16-50℃） 
 ↓ 
倒立位相差顕微鏡 

 
(iii) ウニの卵に対する毒性試験 

実験手順 主要機材 

1.試料・海水準備(ｶﾞﾗｽ器具熱殺
菌、海水ろ過) 

 ↓ 
2.毒性溶液調製 
 ↓ 
3.生殖細胞採集(化学溶液刺激) 
 ↓ 
4.生殖細胞準備・雌雄細胞選選別 
 ↓ 
5.精子への毒液投与 
 ↓ 
6.卵受精 
 ↓ 
7.非成熟卵比率算定 

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ﾐﾘﾎﾟｱﾌｨﾙﾀ、定温水槽(40L、給気装置付)、ｶﾞﾗｽ器具、温
度計、ｻﾘﾉﾒｰﾀ、DO ﾒｰﾀ 
 ↓ 
ｶﾞﾗｽ器具、pH ﾒｰﾀ 
↓ 
遠心機、ろ過器 
 ↓ 
ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾎﾟｯﾄ、ﾐｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ 
 ↓ 
顕微鏡、 
 ↓ 
ﾐｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ 
 ↓ 
倒立位相差顕微鏡 

 
(iv) 植物プランクトンの増殖抑制試験 

実験手順 主要機材 

1.栄養添加海水・培地調製 
 ↓ 
3.試料の培養・接種 
 ↓ 
4.試験材料の濃度設定 
 ↓ 
5.試験用海水・.試験液調整 
 ↓ 

天秤、pH ﾒｰﾀ、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ﾐﾘﾎﾟｱﾌｨﾙﾀ、ｶﾞﾗｽ器具類 
 ↓ 
ｲﾝｷｭｰﾍﾞﾀ(照明付)、円筒培養ﾋﾞﾝ、血球計算板 
 ↓ 
 － 
 ↓ 
天秤、pH ﾒｰﾀ、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ﾐﾘﾎﾟｱﾌｨﾙﾀ、ｶﾞﾗｽ器具類 
 ↓ 
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7.試験液を加えた培養 
 ↓ 
8.標準個体増加数との比較計測 

ﾐｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ、ｲﾝｷｭｰﾍﾞﾀ(照明付) 
 ↓ 
倒立位相差顕微鏡 

 
(v) 金属チオニン(重金属汚染の生物トレーサ)によるムール貝の耐性試験 

実験手順 主要機材 

1 試料の飼育、肝臓の乳化・特定
区画(S9)分離(10,000g) 

 ↓ 
2.S9 区画上澄みへの薬剤投与 
 ↓ 
 
3.上澄み分離、薬剤投与・反応 
 ↓ 
4.金属ﾁｵﾆﾝの洗浄、分離、乾燥 
 ↓ 
5.薬剤投与、上澄み分離 
 ↓ 
6.吸光度測定 

水槽(給気付)、ｻﾘﾉﾒｰﾀ、超音波ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ、冷却遠心機、冷凍庫(－80
℃)、液窒保冷器 
↓ 
ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ、電子化学天秤、ｶﾞﾗｽ器具、試験管ﾐｷｻ、温度計、冷凍庫(－
20℃) 
 ↓ 
冷却遠心機、試験管ﾐｷｻ、冷凍庫(－20℃) 
 ↓ 
ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ、冷却遠心機、恒温乾燥機 
 ↓ 
pH ﾒｰﾀ、ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ、遠心機 
 ↓ 
UV 可視分光光度計 

 

③ 微生物研究室の実験手順例 

研究室の主要な実験手順の事例の事例を以下に示す。 

 

1) 微生物研究室 

 海洋環境汚染指標と指定されている細菌・ウィルスの継続監視と汚染状況評価を行う。 

(i) 出現細菌の計数・分類・評価 

海水・底土試料を用いて指標細菌を検出・分類し、海域汚染度を評価する。 

実験手順 主要機材 

1.試料・薬品・溶液保管 
 ↓ 
 ↓ 
2.各種培地準備 
 ↓ 
 
3.定量的に培地へ接種 
 ↓ 
4.菌の培養 
 ↓ 
5.菌の計数 
 ↓ 
6.菌の分離・定性的同定 

冷蔵庫（薬剤・試料の短期保管）、－20℃冷凍庫（試料・酵素などの
中長期保管）－80℃冷凍庫（生体高分子、血液成分などの保管 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、蒸水器、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、電子天秤(5kg、0.1ｇ)、pＨﾒｰﾀ、
試験管ﾐｷｻｰ、磁気ｽﾀｰﾗ等 
 ↓ 
ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ、各種ﾋﾟﾍﾟｯﾄ、塗沫棒、ﾌﾞﾝｾﾞﾝﾊﾞｰﾅ 
 ↓ 
恒温器(5～110℃、100L)、(－10～50℃) 
 ↓ 
ｺﾛﾆｰｶｳﾝﾀ、落射蛍光顕微鏡など 
 ↓ 
白金耳、光学顕微鏡､ﾐｸﾛﾒｰﾀ、ﾀﾞｰﾗﾑ管、各種試薬 

 

(ii) 出現ｳｨﾙｽの計数・分類・評価 

貝類を対象として指標ウィルスの有無を DNA の電気泳動シークエンスより判定し、海域

の汚染度を評価する。指標ウィルス検査は、現在のところ人材面で中央研究所でしか実行

できないため、地方から送付される多数のサンプルを処理しなければならず、処理能力に

配慮が必要である。 

実験手順 主要機材 

1.試料・薬品・溶液保管 
 ↓ 
 ↓ 
2.試料の破砕・固形分除去 
 ↓ 

冷蔵庫（薬剤・試料の短期保管）、－20℃冷凍庫（試料・酵素などの
中長期保管）－80℃冷凍庫（生体高分子などの保管） 
↓ 
超音波ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ、冷却遠心分離機 
 ↓ 
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3.薬品処理による蛋白除去 
 ↓ 
 ↓ 
4.ｳｨﾙｽ濃縮 
 ↓ 
5.DNA の沈殿 
 ↓ 
6.DNA の乾燥 
 ↓ 
7.緩衝液への懸濁 
 ↓ 
8.DNA の増幅 
 ↓ 
9.塩基配列展開 
 ↓ 
10.塩基配列決定 

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、蒸水器、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、化学天秤、pＨﾒｰﾀ、試験管ﾐｷｻｰ、
磁気ｽﾀｰﾗ、電気ｵｰﾌﾞﾝ等 
 ↓ 
限外ろ過、冷却超遠心機 
 ↓ 
微量遠心分離機(13,000rpm 以上) 
 ↓ 
凍結乾燥機 
 ↓ 
 ↓ 
 
PCR、ｻｰﾓｻｲｸﾗｰ、恒温器(－10～50℃)、各種ﾐｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ・ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻ 
 ↓ 
電気泳動・発電機、ｾﾊﾟﾚｰﾀ、ｹﾞﾙ・ﾄﾞﾗｲｰ 
 ↓ 
ｹﾞﾙ読取装置、拡大鏡、撮影装置 

 

2) 病理研究室 

(i) 貝類の組織分析による国際的に指定された特定寄生虫の継続監視 

寄生虫検査は、現在の所、人材面で中央研究所でしか実行できないため、地方から送付

される多数のサンプルを処理しなければならず、処理能力の高い機材の導入が必要である。 

実験手順 主要機材 

1.試料・薬品・溶液保管 
 ↓ 
 
2.固定液調整 
 ↓ 
3.試料観察、裁断、固定・脱水 
 ↓ 
4.ﾊﾟﾗﾌｨﾝ包埋 
 ↓ 
5.組織切片作成 
 ↓ 
6.ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄへの切片伸展 
 ↓ 
7.染色液の調整 
 ↓ 
8.染色 
 ↓ 
9.標本観察 

冷蔵庫（薬剤・試料の短期保管）、－20℃冷凍庫（試料・酵素などの
中長期保管） 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、蒸水器、化学天秤、pＨﾒｰﾀ、試験管ﾐｷｻｰ、磁気ｽﾀｰﾗ等
 ↓ 
拡大鏡、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｷｬﾘﾊﾟ、包埋ｾﾝﾀｰ(多試料処理) 
 ↓ 
包埋ｾﾝﾀｰ 
 ↓ 
自動ﾐｸﾛﾄｰﾑ 
 ↓ 
ﾊﾟﾗﾌｨﾝ伸展器 
 ↓ 
化学天秤、ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄｽﾀｰﾗ 
 ↓ 
自動染色装置 
 ↓ 
実体顕微鏡、光学顕微鏡(撮影装置付) 

 

(ii) 組織学的に解明できぬ水産動物の疾病原因の究明 

疾病養殖魚介類を調査対象とするが、基本的に上記微生物研究室のウィルス検出手順

に類似しているので省略する。 

 

3) 資源生物生態研究室の DNA 分析 

イワシの系群を識別するため、下記手順で DNA を抽出・塩基配列を比較する。 

実験手順 主要機材 

1.ｲﾜｼ試料・薬品・溶液保管 
 ↓ 
 ↓ 
2.試料の破砕・ 
 ↓ 
3.薬品処理による蛋白除去 
 ↓ 

冷蔵庫（薬剤・試料の短期保管）、－20℃冷凍庫（試料・酵素などの
中長期保管）－80℃冷凍庫（生体高分子、血液成分などの保管） 
↓ 
粉砕機、冷却遠心分離機 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、蒸水器、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、化学天秤(0.01mg、80g)、pＨﾒｰﾀ、
試験管ﾐｷｻｰ、磁気ｽﾀｰﾗ、電気ｵｰﾌﾞﾝ等 
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4.DNA の沈殿 
 ↓ 
5.DNA の乾燥 
 ↓ 
6.緩衝液への懸濁 
 ↓ 
7.DNA の増幅 
 ↓ 
8.塩基配列展開 
 ↓ 
9.塩基配列決定 

 ↓ 
微量遠心分離機 
 ↓ 
ｱｽﾋﾟﾚｰﾀ、真空ﾎﾟﾝﾌﾟ 
 ↓ 
恒温水槽 
 ↓ 
PCR、ｻｰﾓｻｲｸﾗｰ、各種ﾐｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ・ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻ 
 ↓ 
電気泳動・発電機、ｾﾊﾟﾚｰﾀ、ｹﾞﾙ・ﾄﾞﾗｲｰ 
 ↓ 
ｹﾞﾙ読取装置、拡大鏡、撮影装置 

 

④ 毒性プランクトン研究室の実験手順 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 
(i) 毒性プランクトンの至適生育条件の把握 

実験手順 主要機材 
1.対象プランクトンの分離 
 ↓ 
2.培養液調整 
 ↓ 
 
3.一次培養 
 ↓ 
4.無菌培養液調整・培養 
 ↓ 
5.至適生育条件試験(水温、塩

分、照度) 
 ↓ 
6.生育曲線作成 

遠心機、倒立位相差顕微鏡 
 ↓ 
ﾐﾘﾎﾟｱろ過器、吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ、電子天秤、pＨﾒｰﾀ、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ｶﾞﾗｽ器具
類 
 ↓ 
ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ(5－50℃、照明装置付) 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、電子天秤、pＨﾒｰﾀ、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ、ｶﾞﾗｽ器具類
 ↓ 
ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ(5－50℃、照明装置付)、照度計、ｻﾘﾉﾒｰﾀ、倒立位相差顕
微鏡、血球計数版 
 ↓ 
 － 

 
 (ii) 休眠シスト発生条件の把握 

実験手順 主要機材 
1.底土中の休眠シスト採集 
 ↓ 
2.培地調整 
 ↓ 
 
3.ｼｽﾄ発生条件試験(水温、塩分、

照度) 
 ↓ 
4. 生育曲線作成 

超音波洗浄機、倒立位相差顕微鏡、遠心機 
 ↓ 
ﾐﾘﾎﾟｱろ過器、吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ、電子天秤、pＨﾒｰﾀ、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ｶﾞﾗｽ器具
類 
 ↓ 
ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀ(5－50℃、照明装置付)、照度計、ｻﾘﾉﾒｰﾀ、倒立位相差顕
微鏡 
 ↓ 
 － 

 

 

⑤ 毒性評価研究室の実験手順 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 

(i) DSP 分析験手順 
実験手順 主要機材 

1.毒の抽出 
肝膵臓のｱｾﾄﾝ抽出 
 ↓ 
破砕・乳化・ろ過 
 ↓ 
濃縮・ｱｾﾄﾝ洗浄、蒸留水希釈 
 ↓ 
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝでの抽出 
 ↓ 
毒液調整 

 
解剖器具、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、ｶﾞﾗｽ器具(ﾋﾟﾍﾟｯﾄ、ﾌﾗｽｺ等) 
↓ 
高速粉砕機、ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ・ろ斗 
 ↓ 
ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ、温水槽、蒸水器 
 ↓ 
分液ろ斗、ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ 
 ↓ 
ｶﾞﾗｽ器具 
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 ↓ 
2.ﾏｳｽ試験 
腹腔内注射、致死率測定 
 ↓ 
死体処理 

 ↓ 
 
ﾏｳｽｹｰｼﾞ、注射器 
 ↓ 
冷凍庫(－20℃) 

 
(ii) PSP 分析 

実験手順 主要機材 

1.試薬調整 
 ↓ 
2.試料の破砕・乳化 
 ↓ 
3.毒の抽出、.沸点での攪拌、冷
却 
 ↓ 
4..試薬投与・攪拌、定量希釈 
 ↓ 
5..沈殿、保存 
 ↓ 
6.FC 決定(ﾏｳｽ試験)、致死率測定 
 ↓ 
死体処理 

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、化学天秤、ｶﾞﾗｽ器具、ｐH ﾒｰﾀ 
 ↓ 
高速粉砕機、ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ 
 ↓ 
化学天秤、ｶﾞﾗｽ器具、磁気ｽﾀｰﾗ、ホットプレート、温水槽 
 ↓ 
ｐH ﾒｰﾀ、磁気ｽﾀｰﾗ、蒸水器、ｶﾞﾗｽ器具 
 ↓ 
遠心機、冷蔵庫 
 ↓ 
ｸﾛﾉﾒｰﾀ、ｶﾞﾗｽ器具、ﾏｳｽｹｰｼﾞ、注射器 
 ↓ 
冷凍庫(－20℃) 

 
(iii) ASP 分析 

実験手順 主要機材 

1.試薬調整 
 ↓ 
2.試料の破砕・乳化 
 ↓ 
3.毒の抽出、保存 
 ↓ 
4.洗浄・濃縮 
 ↓ 
5.毒の分離 
 ↓ 
6.ﾏｳｽ試験 
 ↓ 
死体処理 

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、化学天秤、ｶﾞﾗｽ器具、ｐH ﾒｰﾀ、 
 ↓ 
冷蔵庫、高速粉砕機、ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、ガラス器具、遠心機、ﾐﾘﾎﾟｱﾌｨﾙﾀ、冷凍庫(－20℃) 
 ↓ 
イオン交換器、還元用ｶﾗﾑ 
 ↓ 
HPLC(ﾃﾞｰﾀ処理機能付)、自動ｲﾝｼﾞｪｸﾀ、蛍光光度計 
 ↓ 
ﾏｳｽｹｰｼﾞ、注射器 
 ↓ 
冷凍庫(－20℃) 
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3. 漁業資源部 

① 浮魚水産統計研究室 

 当該研究室は現有要員・機材の約 50％を移転させる計画である。機材の要請は無い。 

 

② 生物生態研究室の実験手順 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 

(i) 組織分析 
実験手順 主要機材 

1.試薬調整 
 ↓ 
1.生殖腺摘出 
 ↓ 
2.組織固定 
 ↓ 
3.熱ﾊﾟﾗﾌｨﾝ包埋 
 ↓ 
4.切片作成 
 ↓ 
5.成熟度観察・読取 

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ、化学天秤、ｶﾞﾗｽ器具 
 ↓ 
冷凍庫(－20℃)、解剖器具 
 ↓ 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ 
 ↓ 
包埋ｾﾝﾀｰ 
 ↓ 
ﾐｸﾛﾄｰﾑ、染色装置 
 ↓ 
顕微鏡(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影装置) 

 
(ii) 成熟度 

実験手順 主要機材 

1.生殖腺の保存 
 ↓ 
2.成熟細胞数の計測 

冷凍庫(－20℃) 
 ↓ 
三眼拡大鏡(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵ、ｴｸﾗﾝ、画像解析装置付) 
 

 
(iii) 年齢査定 

実験手順 主要機材 

1.耳石摘出 
 ↓ 
2 樹脂ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ作成 
 ↓ 
3.耳石裁断 
 ↓ 
4.年齢読取り 

解剖器具、ﾌﾞﾗｼ 
 ↓ 
ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 
 ↓ 
高速ｶｯﾀｰ、実体顕微鏡(三次元)、 化学天秤(10⁻⁶ｇ) 
 ↓ 
三眼拡大鏡(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵ、ｴｸﾗﾝ、画像解析装置付) 

 
(iii) 形態測定 

実験手順 主要機材 

1.魚体試料 
 ↓ 
2.ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影 
 ↓ 
3.測定 
 ↓ 
4.ﾃﾞｰﾀ解析 

 － 
 ↓ 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、形態測定ｿﾌﾄ 
 ↓ 
電子体長測定器 
 ↓ 
形態測定ｿﾌﾄ 

 

③ 浮魚資源研究室 

 当該研究室は現有要員・機材の約 50％を移転させる計画である。機材の要請は無い。 

 

④ 底魚資源研究室 

当該研究室は現有要員・機材をそのまま移転する計画である。機材の要請は無い。 
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⑤ 管理手法研究室 

 当該研究室は現有要員・機材をそのまま移転する計画である。機材の要請は無い。 

 

⑥ 漁業サンプル研究室の実験手順 

以下に、当該研究室で行われている実験手順の事例を示す。 

 

(i) 各水揚げ地での漁船乗船調査 

実験手順 主要機材 

1.各水揚げ地で民間漁船に乗船 

 ↓ 

2.漁獲物の計測・記録 

 ↓ 

3.ﾃﾞｰﾀ解析 

車両(移動用) 

 ↓ 

電子体長測定器、各種の秤 

 ↓ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀなど情報処理機器 

 



資料7.2  研究機材の維持管理費の試算

電気
（W）

水
（㍑）

LPG
（Lb.)

稼働
時間

台数

1 包埋センター 2,500 3 1 3 5.42325 0 5,000
2 自動染色装置 500 3 1 3 1.08465 0 5,000 5,000
3 標本脱水置換装置 1,500 3 1 3 3.25395 0

6
実体顕微鏡
（写真撮影装置、PC画像解析シ
ステム付）

100 3 1 3 0.21693 0 500

7 光学顕微鏡
（ティーチングヘッド付）

100 3 1 3 0.21693 0 500

8
ドラフトチャンバ
（卓上型屋内排気、フィルター
付、幅1600mm）

1,000 4 1 4 2.8924 0

10 蒸留水製造装置
（バンステッド型、8L/h）

7,000 100 3 1 3 15.1851 3.477

13 ホットプレートスターラ 500 1 2 2 0.7231 0
14 試験管ミキサー 100 1 4 4 0.28924 0
15 pH計 100 1 3 3 0.21693 0 1,500
16 ミクロトーム 500 2 2 4 1.4462 0 1,200
18 照明付拡大鏡 100 1 1 1 0.07231 0

19 電子天秤
（5000g/0.1g）

200 1 2 2 0.28924 0

20
オートクレーブ
（縦型、滅菌方法：蒸気圧式、
容量：50L）

2,000 5 3 3 9 13.0158 0.52155

21 6連式磁気スターラ 200 1 3 3 0.43386 0
22 作業台、W1,500mm 0 24 1 24 0 0
23 フローサイトメータ 200 2 1 2 0.28924 0 5,000
27 多機能光度計 500 2 1 2 0.7231 0
28 三眼実体顕微鏡 100 3 2 6 0.43386 0 1,000
30 光学顕微鏡 100 3 1 3 0.21693 0 500

31 倒立顕微鏡
（写真撮影装置付）

100 3 1 3 0.21693 0 6,000

32 作業台、W1,800mm 0 24 3 72 0 0

33 蒸留水製造装置
（イオン交換→蒸留）

2,000 100 8 3 24 34.7088 27.816 30,000

34 投げ込み式検潮器（携帯型） 0 6 3 18 0 0
35 流向流速計（携帯型） 0 6 3 18 0 0
38 自動滴定装置 1,000 1 1 1 0.7231 0
40 測深器（GPS、記録計付） 0 6 1 6 0 0
42 オートアナライザ 400 3 1 3 0.86772 0 5,000 2,000
45 ガスクロマトグラフ質量分析計 3,500 3 1 3 7.59255 0 10,000 2,000

47 原子吸光分光光度計
（フレームレスシステム）

7,000 3 1 3 15.1851 0 50,000 2,000

48 固相抽出装置 1,000 2 1 2 1.4462 0 3,000
49 マイクロウェーブ分解装置 1,500 2 1 2 2.1693 0 30,000
50 凍結乾燥器 800 3 2 6 3.47088 0
51 ガス濃縮装置 300 2 1 2 0.43386 0
52 ロータリーエバポレータ 2,000 2 1 2 2.8924 0
53 遠心分離機 1,800 2 1 2 2.60316 0
54 超純水製造装置 1,000 20 8 2 16 11.5696 3.7088 60,000
57 電子分析天秤（120g/0.1mg） 200 1 3 3 0.43386 0
58 電子天秤（500g/0.01g） 200 1 1 1 0.14462 0

61 ドラフトチャンバ
（卓上型、排風機付、幅

1,000 4 4 16 11.5696 0

62 重金属除去装置 500 1 1 1 0.36155 0 10,000
63 照明付インキュベータ 2,500 4 1 4 7.231 0
64 急性毒性試験測定装置 400 1 1 1 0.28924 0

65 クリーンベンチ
（卓上型、幅800mm）

2,000 2 2 4 5.7848 0

66 紫外可視分光光度計 200 1 1 1 0.14462 0 2,000
67 マイクロプレートリーダ 500 1 1 1 0.36155 0 2,000
69 位相差倒立顕微鏡 100 3 1 3 0.21693 0 500
71 超音波ホモジナイザ 800 1 3 3 1.73544 0
72 自動乳鉢 800 1 1 1 0.57848 0

73
オートクレーブ
（縦型、滅菌方法：蒸気圧式、
容量：85L）

2,000 10 3 1 3 4.3386 0.3477

74 デジタル照度計 0 1 1 1 0 0
76 旋回振とう機 100 1 1 1 0.07231 0
77 冷却超遠心器（100,000G以上） 1,800 2 1 2 2.60316 0
78 多チャンネルピペット 0 1 2 2 0 0 2,000
81 ろ過装置 0 1 1 1 0 0
84 磁気スターラ 100 2 1 2 0.14462 0
85 PCRサーモサイクラー 100 3 1 3 0.21693 0
86 低温恒温器 1,500 4 1 4 4.3386 0
88 水平型DNA電気泳動装置 500 3 2 6 2.1693 0 20,000

89 蒸留水製造装置
（バンステッド型、3L/h）

2,000 30 3 1 3 4.3386 1.0431

92 ゲルドライヤー 1,000 2 1 2 1.4462 0
93 ゲル読取装置 500 2 1 2 0.7231 0
94 冷却遠心器 1,800 2 1 2 2.60316 0
95 微量用冷却遠心器 1,800 2 1 2 2.60316 0
96 液体クロマトグラフ質量分析計 3,000 2 1 2 4.3386 0 10,000 10,000
97 マウス飼育棚 0 10 24 1 24 0 2.7816
98 遠心分離機 1,800 2 1 2 2.60316 0
99 倒立顕微鏡 100 3 1 3 0.21693 0 500
100 超音波洗浄器 500 5 1 1 1 0.36155 0.05795
101 微量化学天秤（10-6g） 200 1 1 1 0.14462 0

102 三眼実体顕微鏡
（写真撮影装置付）

100 3 1 3 0.21693 0

103 耳石カッター 100 2 1 2 0.14462 0
104 万能投影機 300 1 1 1 0.21693 0

105 電子精密天秤
（80g/0.01mg）

200 1 1 1 0.14462 0

106 粉砕機 300 1 1 1 0.21693 0
107 電子体長測定器 0 5 2 10 0 0
108 携帯型GPS 0 5 2 10 0 0

193 40
48,339 9,938 110,000 172,200

消耗品
（年間）

1日の維持管理費 (DH)
年間の維持管理費 (DH)

交換部品
（年間）

電気
(0.7231DH/kW)

ユーティリティ
稼動
時間
×
台数

計画機材番号
給排水

(11.59DH/m3)

L

G

A-78
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